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はじめに

日本のエネルギー源は、石油やガスなどの化石燃料に依存しています。エネルギー

の安定供給確保は、エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っている日本にとって、

重要な課題の一つです。

また、地球温暖化対策においては、温室効果ガス排出量削減の国際的な枠組みで

ある「パリ協定」が2015年12月にCOP21で採択され、日本では、政府の「地球温

暖化対策計画（2016年5月策定）」において、温室効果ガス排出量の約9割を占める

エネルギー起源の二酸化炭素排出量削減の中長期的な目標が掲げられています。

一方、 2015年9月に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が国連で採択

され、その中で「持続可能な開発目標（SDGs）」が掲げられました。

日本では2030アジェンダの実施に取り組むための国家戦略として、政府のSDGs

推進本部は「SDGs実施指針」を2016年12月に決定しました。その優先課題の取組

の一つとして省エネルギーの推進が掲げられています。

そのような状況のなか、近年、学校施設では、エアコン設置による学習環境の改

善やICT機器の導入による高機能化、平日の夜間や休日等に行われる学校教育以外の

地域開放（多目的利用等）が進行するなどの影響から、エネルギーが増加傾向にあ

り、学校等においても更なる省エネルギーに取り組むことが求められています。

学校等の省エネルギーは、児童・生徒・教職員等に我慢を強いる事ではなく、適

切な学習環境を確保した上で、日常生活のエネルギーの無駄を省くことが重要とな

ります。

本書は、学校等における省エネルギー推進のための基本的事項をまとめた手引き

であり、教育委員会のエネルギー管理責任者や学校等の教職員等を対象に幅広く作

成しております。

この手引きを活用することにより、日常の中で負担なく省エネルギーの取組が行

われ、学校等における省エネルギーが更に推進していくことを期待します。
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第１章 学校等に求められる省エネルギー

（２）省エネ法に基づき求められる取組
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」）では、エネルギーを使用して事

業を行う者は、省エネルギーに努めることとされています。学校等においても例外ではなく、省エ

ネ法に基づいた、省エネルギーに取り組むことが必要です。

教育委員会は、学校等のエネルギー管理を行う責任者であり、省エネ法の判断基準※１に基づいた

エネルギー管理を行うとともに、エネルギー消費原単位※2を中長期的にみて年平均１％以上低減さ

せることが目標として掲げられています。

年間エネルギー使用量
（原油換算値kL） 1,５００kL／年度 未満 1,５００kL／年度 以上

（事業者）
教育委員会の区分 ― 特定事業者※に指定

事業者の目標 中長期的にみて年平均１％以上のエネルギー消費原単位の低減

事
業
者
の
義
務

取り組むべき事項 判断基準に基づいたエネルギー管理の実施（管理標準※※の設定、省エネ措置の実施等）

配置（選任）
すべき者

・エネルギー管理責任者
・責任者を補佐する者
・現場実務を管理する者

・エネルギー管理統括者
・エネルギー管理企画推進者
・現場実務を管理する者

提出すべき
書類 ―

エネルギー管理統括者、
エネルギー管理企画推進者の選解任届

定期報告書、中長期計画書
（毎年７月末までに、経済産業大臣
及び主務大臣※※※に提出）

（１）省エネルギーとは
省エネルギーとは、エネルギーの使用の合理化のことを言います。エネルギーの使用の合理化を

進めるには、児童・生徒・教職員等に我慢を強いるのではなく、適切な学習環境や作業環境を維持

した上で、日常生活におけるエネルギーの無駄な使用をなくすことが有効です。

エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っている日本にとって、徹底した省エネルギーは重要な課

題です。

また、地球温暖化対策においても、エネルギー使用に伴う二酸化炭素は温室効果ガスの大部分を

占めており、省エネルギーの重要性が一層高まっています。

図表１：省エネ法の主な義務

（３）学校等における省エネルギー

近年の学校施設では、普通教室への空調設置、ICT機器の導入等による高機能化や教室、体育館等

の地域開放等による多機能化（多目的利用）が進んでおり、エネルギー使用量は増加する傾向にあ

ります。

学校等においては、適切な学習環境を維持しながら、無理のない範囲で省エネルギーに取り組む

ことが必要です。

（４）学校施設の高機能化・多機能化と省エネルギー

省エネルギーの取組は、エネルギーコストの低減による経費削減に直接寄与することから、運営

コストの効率化を図ることができます。

学校等の省エネルギーの取組は、エネルギーコストの低減のみならず公的機関として地域の環境活

動等の模範となります。また、学校等において省エネルギーを率先して取り組むことは、児童・生

徒・教職員等の省エネルギー意識の醸成につながることからも重要です。

※ 教育委員会が管理する学校その他の施設全体の年間エネルギー使用量（原油換算値）が１,５００kL以上の場合は「特定事業者」に指定される。
※※ 「エネルギー管理マニュアル」のことを、省エネ法では「管理標準」と言っている。

※※※ 教育委員会・学校等の主務大臣は「文部科学大臣」を指す。
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➡ 省エネ法の概要は 「Ｐ.参１ 省エネ法の概要」を参照

図表２：高機能化・多機能化によるエネルギー変化と省エネルギー（イメージ）
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※１ 判断基準とは、省エネ法第５条第１項の規定により、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（経済産業省告示）として規定される全ての事業者
（教育委員会等）が省エネルギー対策を適切かつ有効に実施するための基準

※２ エネルギー消費原単位とは、適切に省エネルギーの取組を評価するための指標であり、年間のエネルギー使用量をエネルギー使用量と密接な関係をもつ値で除した値

エネルギー削減



【地方公共団体】

学校等

教育委員会
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第２章 学校等における省エネルギー推進

（１）省エネルギー推進のためのエネルギー管理

取組方針の策定

エネルギー管理マニュアルの作成

学校等は
エネルギー管理マニュアルに

基づく管理の実施

取組状況の確認

図表３：教育委員会によるエネルギー管理の流れ

エネルギー使用実態の把握

推進体制の構築

エネルギー管理マニュアルの
見直し

（２）推進体制の構築

省エネルギー推進体制は、教育委員会を中心に構築することが必要です。教育委員会は、「エネ

ルギー管理責任者」を配置して学校等のエネルギー使用実態や省エネルギーの取組状況を把握し、

学校等に対して指導・助言を行い、学校等と連携・協力した省エネルギーの推進が重要です。

学校等は、「現場実務を管理する者」を配置して、必要に応じて実務責任者を配置するなど施設

全体の省エネルギー対策を実施する必要があります。

一方、省エネルギーと地球温暖化対策は密接な関係にあり、地方公共団体の地球温暖化対策を担

当する首長部局の環境担当部署と連携・協力して省エネルギーに取り組むことも有効です。

省エネルギー
実践者

役割

首長部局

○地方公共団体の地球温暖化対策を推進する。

○地方公共団体の地球温暖化対策実行計画を策定し、学校等関係機関へ周知・啓発を行う。

○学校等を含む地方公共団体全体の省エネルギーを推進する。

教育委員会

○学校等のエネルギー管理の責任者として管理体制の整備を行う。

○エネルギー使用実態を踏まえた取組方針の策定及び学校等への周知・啓発を行う。

○エネルギー管理マニュアルを学校等と協力して作成し、学校等へ配布する。

○学校等の省エネルギー取組状況を把握し、学校等に対して指導・助言を行う。

学校等

○「現場実務を管理する者」は配置された学校等の省エネルギーを推進する。

○「現場実務を管理する者」はエネルギー管理マニュアルを教職員に周知・啓発を行う。

○教職員はエネルギー管理マニュアルに基づいたエネルギー管理を行う。

○「現場実務を管理する者」は省エネルギー取組状況を確認し、教育委員会へ報告する。

図表４：省エネルギー推進体制イメージ

首長部局
教育委員会の代表者

小学校

エネルギー管理責任者

図書館中学校

責任者を補佐する者

博物館

図表５：省エネルギー実践者の役割（例）

省エネルギーの取組を効果的に実現するためには、教育委員会、学校等及び首長部局がそれぞれ

の役割を明確にして連携・協力することが重要です。

※学校等に「現場実務を管理する者」の配置が必要
（必要に応じて「実務責任者」を配置する）

【教育委員会】

【首長部局】と連携

【学校等】と連携

※ 教育委員会が「特定事業者」に指定された場合は、「エネルギー管理責任者」は「エネルギー管理統括者」、「責任
者を補佐する者」は「エネルギー管理企画推進者」となります。

組織的な省エネルギーの取組を推進するためには、教育委員会と学校等及び首長部局が連携・協

力して取り組むことが重要です。

教育委員会は、省エネルギー推進体制を構築し、学校等のエネルギー使用実態の把握を行った上

で、省エネルギーの取組方針を策定することが必要です。なお、取組方針の策定に当たっては、地

方公共団体の地球温暖化対策を担当する首長部局の環境担当部署と連携・協力することも有効です。

継続的な省エネルギーの取組を推進するためには、教育委員会が主体となり、学校等のエネル

ギー管理マニュアルを作成し、マニュアルに基づく省エネルギーの取組状況を定期的に確認し、不

十分な場合は学校等に対して指導・助言を行うことが必要です。また、エネルギー管理マニュアル

が学校等の実態に合わない場合は、必要に応じて見直すことも重要です。

一方、組織的・継続的な省エネルギーの推進には、常に省エネルギーの取組状況を把握すること

が重要であり、エネルギー使用実態やエネルギー管理状況等を記録することが必要です。
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②エネルギー使用設備等

①エネルギー使用量（原油換算）

エネルギー使用設備等は、施設設備や教育機器等のリストやエネルギーフロー図等を活用するこ

とにより把握できます。

適切なエネルギー管理を行うには、エネルギーを使用する施設設備や教育機器等が、何処でどの

様に使用されているか、また、使用するエネルギーの種類が何かを把握することが重要です。

省エネルギーに取り組むには、まずエネルギーの使用実態を把握することが基本です。

エネルギー使用量及びエネルギーを使用する施設設備や教育機器等の設置状況を正確に把握する

ことが必要です。

エネルギー使用量は、電気料金等の請求書を活用することにより把握できます。灯油、重油、都

市ガス、プロパンガス、電気等のエネルギーの種類ごとに１年度間の使用量を集計し、一つの計量

単位（原油換算(kL)）に換算します。

以下に、原油換算エネルギー使用量（kL）の算出方法を示します。

（３）エネルギー使用実態の把握

（４）取組方針の策定
省エネルギーの取組方針は、効果的に学校等の省エネルギーを推進するため、学校等のエネル

ギー使用実態を踏まえ、明確な目標を立てる必要があります。取組方針には数値目標、取組期間、

対象範囲等具体的な方針を定めることが重要です。

また、地方公共団体の取組方針（地球温暖化対策実行計画等）に、教育委員会（学校等を含む）

の取り組むべき内容が含まれている場合には、地方公共団体の取組方針を教育委員会の取組方針と

して活用することも有効です。

エネルギーを使用して事業を行う事業者が、省エネルギーを適切かつ有効に実施するために必要となる具体
的な事項を事業者の遵守すべき判断基準として経済産業省令で定めたものです。

電気 都市ガス
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Ⅰ－１ 全ての事業者が取り組むべき事項【教育委員会】

教育委員会は、以下の事業者全体で取り組むべき基準に基づき、学校等と連携した組織的な取り組みが
必要です。

【事業者全体で組織的に取り組むべき基準】

(1)取組方針の策定 (5)学校等に対する取組方針の周知、省エネ教育の実施

(2)管理体制の整備 (6)取組方針の遵守状況を確認・評価・改善指示

(3)責任者等の配置等 (7)取組方針の遵守状況を精査・見直し

(4)省エネに必要な資金・人材の確保 (8)文書管理による状況把握

原油換算エネルギー使用量（kL）の算出方法

エネルギー使用量の集計は、次の手順で算出します。

１）１年度間のエネルギー種類ごとのエネルギー使用量に熱量換算係数を乗じて熱量「GJ

（ギガジュール）」に換算

２）燃料・電気ごとに換算した熱量小計（①･②）を求め、その和を全体の熱量として集計

（合計熱量③）

３）合計熱量③を原油換算係数（0.0258）を乗じて、事業者全体のエネルギー使用量④

（原油換算kL）を算出

判断基準（要約）（省エネ法第５条関係）

【省エネ法判断基準】とは

➡実際にエネルギー使用量の算定をする際は、下記、経済産業省資源エネルギー庁のHPをご参考ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/

※ 都市ガスの換算係数はガス会社により異なるため、ガス会社への確認が必要です。

単位 エネルギー使用量 熱量換算係数 熱量 GJ

燃料 灯油 kL 10 36.7 367

Ａ重油 kL 100 39.1 3,910

液化石油ガス(LPG) ｔ 10 50.8 508

液化天然ガス(LNG) ｔ 10 54.6 546

都市ガス（13A） 千m3 ※

その他（      ）

小計① GJ 5,331

電気 昼間買電 千kWh 10,000 9.97 99,700

その他（      ）

小計② GJ 99,700

合計熱量 GJ（③=①+②） 105,031

原油換算  kL（④=③×原油換算係数0.0258） 2,710

エネルギーの種類

エネルギー使用量（原油換算値）簡易計算表（抜粋）

以下は、事業者（教育委員会）が組織全体として取り組むべき事項を抜粋し要約したものです。

➡ 判断基準に関する事項は 「Ｐ.参５ Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準」を参照

図表６：学校のエネルギーフロー図（例）
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（５）エネルギー管理マニュアルの作成と運用
①エネルギー管理マニュアルの作成

エネルギー管理マニュアルには、学校等のエネルギーを使用する施設設備や教育機器等の運用時

間や消灯ルール等の効率的なエネルギー使用のためのルールを設定する必要があります。

エネルギー管理マニュアルの作成においては、学校等の施設設備や教育機器等について、省エネ

法の判断基準の設備区分、管理項目（「管理」「計測・記録」「保守・点検」等）に規定されてい

る諸基準に基づき必要事項を設定する必要があります。なお、省エネ法の判断基準には、ひとつの

管理項目に複数設定すべき必要事項が含まれる場合があるため、判断基準の内容をよく確認して作

成することが重要です。

以下に、エネルギー管理マニュアルを作成する際の手順のうち、エアコンの「管理」の項目の一

部について例を示します。

部屋名称 主なエネルギー使用設備等（例）

教 室 エアコン、全熱交換器、照明、電子黒板、プロジェクター、ＦＦ暖房機

職員室 エアコン、全熱交換器、照明、パソコン、プリンター

体育館 照明

給食室 エアコン、換気扇、照明、厨房機器（業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫）

校 庭 グラウンド照明

図表７：学校の主なエネルギー使用設備（例）

全熱交換器

パソコン
プリンター

職員室

教室

電子黒板
プロジェター

ＦＦ暖房機

Ⅰ．判断基準の確認

エアコンは、判断基準の設備区分の「(1)空気調和設備、換気設備に関する事項」に該当します。

エアコンの「管理」に関してエネルギー管理マニュアルに設定すべき事項は「①空気調和設備、

換気設備の管理」の「ア」から「キ」に定められています。

以下は、空気調和設備の基本的な事項を定めた「ア」になります。

判断基準でエネルギー管理マニュアルに設定が求められている事項を抽出して、エネルギー管

理マニュアルを作成します。その他の設備や管理項目についても同様です。

Ⅱ．エネルギー管理マニュアルの作成

ア．空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定A）し、ブラインドの管理等による負荷の軽減B）及び区
画の使用状況等に応じた設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等C） について
の管理標準を設定して行うこと。

なお、冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案D）した管理標準とすること。

判断基準にて設定が求められている内容 運転ルール

A) 空気調和を施す区画を設定 ▶ 普通教室及び特別教室

B)
ブラインドの管理等による負荷
の軽減

▶ 夏季は、ブラインドやカーテンで日射を防ぐ。

C) 運転時間 ▶ 運転時間は授業時間から8：00～17：00とする。

C)
D)

室内温度 ▶
室温は夏季２８℃、冬季１９℃ となるようにする。
（ただし、健康に影響を及ぼす場合は、適宜温度を変更
する。）

C) 換気回数、湿度、外気利用 ▶ 一般的な学校では該当しないため設定しない。

判断基準に基づくエネルギー管理マニュアルの設定手順（例）

➡ 判断基準は 「Ｐ.参６ ２ エネルギー消費設備等に関する事項」を参照

➡ エネルギー管理マニュアルの作成例は 「Ｐ.参23 エネルギー管理マニュアル（作成例）」を参照

エネルギー管理マニュアルは、効率的なエネルギー管理を継続的に実施するため、事業者自ら設

定するものです。省エネ法では「管理標準」と言います。

教育委員会は、学校等の実態を把握してエネルギー管理マニュアルを作成することが必要であり、

学校等は、マニュアルに基づいた管理・運用を徹底する必要があります。また、エネルギー管理マ

ニュアルを、学校等の教職員が変わった場合においても、これまでの省エネルギーの取組や経験が

途切れることなく継承していくために活用することも重要です。

近年、学校の高機能化・多機能化が進み、エネルギーを使用する設備が増加しているため、学習

環境や使い方の変化に対応したエネルギー管理マニュアルの作成と運用がますます重要であり、常

に学校の実態を把握し、最適な設定に更新しておくことが必要です。

図表８：教室・職員室にあるエネルギー使用設備等（例）

エアコン 照明
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ＳＴＥＰ‐３ エネルギー管理マニュアルに基づく管理の実施状況の確認

教育委員会 学校等

教育委員会 学校等
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教職員等は、エネルギー管理マニュアルに
基づく管理の実施状況について「チェック
シート」で取組状況、見直すべき設備と運
転ルールなどを確認し、実務管理者に報告
する。

教育委員会は、報告のあった「チェック
シート」から、学校等の管理・運用状況を
確認する。

実務管理者は、「チェックシート」を取りま
とめて教育委員会に報告する。

教育委員会は、学校等からの報告を基に、
実施状況が不十分な場合においては、その
取組について指導・助言を行う。

また、 「エネルギー管理マニュアル」に
設定した項目が、学校等の実状に合わず省
エネルギーに結びつかない場合には、より
最適な設定に見直す。

「エネルギー管理マニュアル」の作成と運用にあたっては、実際の管理を行う学校等の実態に即し

た設定とし、学校等の施設設備や教育機器等の管理・運用の状況に応じて、より最適なものに見直

していくことが重要です。そのためにも、教育委員会は、学校等と連携を図りながら作成し、これ

を活用した管理フローを構築することが必要です。

以下に、「エネルギー管理マニュアル」の作成から運用までの管理フローの例を示します。

②エネルギー管理マニュアルの作成と運用のフロー

ＳＴＥＰ‐０ 学校等の実態把握

ＳＴＥＰ‐1 作成と配布

ＳＴＥＰ‐２ エネルギー管理マニュアルの周知と管理の実施

教育委員会は、現在設置している設備と部屋、
省エネ活動の責任者などを記載する様式を作成
した後、学校等に配布します。

学校等は、様式に部屋ごとの設備・運用状況・担
当者などを記載した後、教育委員会に報告する。

教育委員会は、判断基準と学校等の報告を基に、
「エネルギー管理マニュアル」と学校等が管理
しやすいように「チェックシート」を作成し、
学校等に配布する。

学校等は、届いた「エネルギー管理マニュア
ル」及び「チェックシート」の誤りや追加すべ
き事項などがないか確認し、結果を教育委員会
に報告する。

実務管理者は、「エネルギー管理マニュアル」
を教職員に周知し、それに基づいた管理・運用
を行うよう指示する。

教職員は、「エネルギー管理マニュアル」に基
づいた管理･運用を実施する。

教育委員会は、学校等の確認完了後、完成した
「エネルギー管理マニュアル」と「チェック
シート」を学校等に配布する。

ﾁｪｯｸｼｰﾄ

確認・報告

教育委員会 学校等

ﾁｪｯｸｼｰﾄ管理
ﾏﾆｭｱﾙ

（案） （案）

学校等

実務管理者※

管理
ﾏﾆｭｱﾙ

ＳＴＥＰ‐５ 学校への助言とエネルギー管理マニュアルの見直し

ＳＴＥＰ‐４ エネルギー管理マニュアルの報告と確認

周知 実施

学校等

実務管理者

教職員

教職員

安全上エアコンの設定温度を下げるべき

教育委員会 学校等

ﾁｪｯｸｼｰﾄ

確認

教育委員会

管理
ﾏﾆｭｱﾙ

エネルギー管理マニュアルの見直しの重要性
現場の実態と異なる部分をそのままにしておくと、運用ルールがあいまいになり、省エネの停滞に

つながります。
そのため、エネルギー管理マニュアルは、運用しながら見直し、学校現場に適したものにしていく

ことが重要です。

※現場実務を管理する者（若しくは実務責任者）

学校等

指導・助言

ﾁｪｯｸｼｰﾄ管理
ﾏﾆｭｱﾙ

運用の留意点

見直し

実務管理者
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第３章．省エネルギーの取組状況の評価

従来の学校

暖房
照明

多機能化が進んだ学校

その他

＋空調,ICT等
の導入

＋地域開放
の実施

高機能化によるエネルギー使用量増加

多機能化によるエネルギー使用量増加

図表10 学校における使用エネルギーの変化（イメージ）

換気

延床面積

エネルギー使用量エネルギー
消費原単位

＝

高機能化

多機能化

エネルギー使用量（増加 ）

エネルギー使用量

エネルギー使用量と密接な関係をもつ値
エネルギー消費原単位 ＝

※ 省エネ法では、「エネルギー使用量」は実際の年間エネルギー使用量とし、「エネルギー使用量と密
接な関係をもつ値」はエネルギー使用と関係性の高い要因を事業者自らが設定することとされている。

高機能化・多機能化の進んだ学校

ICT

省エネルギーを推進するためには、省エネルギーの取組状況を適切に評価をすることが重要です。

省エネルギーの取組状況は、建物規模や稼働時間などの変化によって影響を受けるエネルギー使用

量の比較では、適切に評価できません。

省エネ法では、「エネルギー使用量」を「エネルギー使用量と密接な関係をもつ値」（以下、「密

接な関係をもつ値」）で除した「エネルギー消費原単位」（単位当たりのエネルギー使用量）を用い

て、中長期的な推移により評価することとしています。

（２）高機能化・多機能化に対応したエネルギー消費原単位の暫定措置

省エネ法では、エネルギー消費原単位を中長期的に年平均１％以上低減することが目標に掲げられ

ています。教育委員会は、エネルギー消費原単位を中長期的に記録し、比較することで、自らの省エ

ネルギーの取組を評価することが必要です。また、省エネ法において、特定事業者に指定されている

教育委員会は、毎年度提出する定期報告書の「５年度間平均原単位変化」によって、省エネルギーの

取組状況が評価されます。

エネルギー消費原単位を中長期的に年平均１％以上低減できなかった場合は、省エネルギーの取組

が停滞していると評価されます。そのため、教育委員会は省エネ法の努力目標の達成に向けて、エネ

ルギー消費原単位の変化と、その要因を分析し、省エネルギーの取組改善に努めることが重要です。

エネルギー消費原単位

学校等の多くは、「密接な関係をもつ値」を延床面積に設定しています。「密接な関係を持つ値」

を延床面積に設定することは、学校等の学習環境や使い方に変化がない場合は、省エネルギーの取組

状況の評価に有効です。

一方、延床面積に変化がなく、空調設置等による高機能化や地域開放等による多機能化によりエネ

ルギー使用量が増加した場合、省エネルギーの取組を進めていてもエネルギー消費原単位が増加して

しまい、省エネルギーの取組が適切に評価されません。

高機能化・多機能化に係る影響

高機能化・多機能化に伴う
エネルギー使用量

＝エネルギー消費原単位
従来のエネルギー使用量 ＋

延床面積 ＋

このため、省エネルギーの取組を適切に評価するためには、高機能化・多機能化を進めている期間

に限り、暫定的な措置として、これらの影響を抑えた「エネルギー消費原単位」を設定することが有

効です。

その一例として、「密接な関係をもつ値」として従来の延床面積に高機能化・多機能化に係る影響

を加算する方法が考えられます。

高機能化・多機能化に対応したエネルギー消費原単位（例）

延床面積（一定 ）

エネルギー
消費原単位

＝

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
５年度間平均
原単位変化

エネルギー消費原単位 0.03850 0.03619 0.03591 0.03367 0.03318

対前年度比（％） 94.0 99.2 93.8 98.5 96.3

過去５年度間のエネルギー消費原単位の推移（例）

※省エネルギーの取組を行っても「エネルギー消費
原単位」が増加してしまう。

※ ５年度間平均原単位変化は、直近過去５年度間のエネルギー消費原単位の対前年度比をそれぞれ乗じ
た値の４乗根で算出します。

上表の場合、５年度間平均原単位変化 ＝ (94.0×99.2×93.8×98.5)1/4 ＝96.3(％) となります。

次頁に、具体的な高機能化・多機能化に対応した「エネルギー消費原単位」の設定例を示します。

省エネ法の目標を達成しており、省エネの取組が優良と評価

(例) 10,000㎡の校舎に、5,000㎡増築し10月から利用した場合は、増加した校舎（5,000㎡）は、６か月しか
利用されないため、エネルギーも６か月分となる。

その場合の延床面積は、10,000㎡＋(5,000㎡×６か月/12か月)＝12,500㎡ として算出します。

年度途中から校舎を利用した場合は、その校舎の利用期間を考慮する必要があります。

【「密接な関係をもつ値」に延床面積を設定した場合の留意事項】

暖房
照明

その他

暖房
照明

その他

地域開放

高機能化が進んだ学校
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空調設置に対応したエネルギー消費原単位（例）

空調設置に対応したエネルギー消費原単位（例）の留意点

①高機能化に対応したエネルギー消費原単位の設定例 ②多機能化に対応したエネルギー消費原単位の設定例

延床面積＋利用面積1× 年間地域開放時間1
年間授業時間

＋利用面積2× 年間地域開放時間2
年間授業時間

地域開放に対応したエネルギー消費原単位（例）

エネルギー
消費原単位

エネルギー使用量

（参考）

１日の授業を７時間、１か月の授業日数を２０日、春・夏・冬の長期休みを計2か月と仮定すると
年間授業時間は、７ｈ/日 × 20日 × 10ヵ月 ＝ 1400ｈ となります。

年間授業時間の概算方法（例）

用途の異なる複数の場所（体育館と教室など）を地域開放する場合は、それぞれの利用面積及
び地域開放時間を考慮する必要があります。その場合は各場所ごとに算出し、加算します。

（補足）
空調エネルギー（空調及び全熱交換器等のエネルギーを含む）の概算方法（例）

空調エネルギーを個別に計測で
きない場合は、毎月のエネルギー
使用量から、空調設備を使ってい
ない5月のエネルギー使用量を
ベースに、これより上回った分の
使用量を合計して年間の空調エネ
ルギーの概算値として算出しま
す。 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

年間エネルギー使用量（KL）

・本例は、空調設置に伴い急激にエネルギー使用量が増加する期間における暫定的な措置であ

るため、空調設置が完了し、一定期間経過した後、「密接な関係をもつ値」を延床面積等に

戻すことが望まれます。そのため、エネルギー管理責任者は、延床面積等に戻すことを記録

し、引継いでいくことが必要です。

・本例を使用している間は、空調のエネルギーを別途把握し、空調の省エネルギーの取組状況

を確認するとともに、空調の省エネルギーを進めることが必要です。

ある部屋を10月から地域開放に利用した場合、年間授業時間は利用期間を考慮して
年間授業時間×(６か月/12か月) として算出します。

年度途中から地域開放で利用した場合の年間授業時間（例）

・エネルギー使用量が空調設置に伴い増加するため、「密接な関係をもつ値」は、延床面積に空調設

置に係る影響を加算します。

（補足）

・エネルギー使用量が地域開放に伴い増加するため、「密接な関係をもつ値」は、延床面積に地域開

放に係る影響を加算します。

地域開放に対応したエネルギー消費原単位（例）の留意点

・本例は、地域開放に伴い急激にエネルギー使用量が増加する期間における暫定的な措置であ

るため、地域開放の活動に大きな変化が見られなくなった場合、一定期間経過した後、密接

な関係をもつ値」を延床面積等に戻すことが望まれます。そのため、エネルギー管理責任者

は、延床面積等に戻すことを記録し、引継いでいくことが必要です。

空調設置に対応したエネルギー消費原単位（例）

・空調設置に係る影響は、空調エネルギーと空調を設置した部屋の空調以外のエネルギーの比を空調

面積に乗じて算出します。

地域開放に対応したエネルギー消費原単位（例）

・地域開放に係る影響は、地域開放に利用する部屋の面積（以下、利用面積）に年間地域開放時間と

年間授業時間の比を乗じて算出します。

延床面積 × １＋ 空調エネルギー
空調以外のエネルギー

エネルギー使用量
=エネルギー消費原単位

＝エネルギー消費原単位
空調設置後の総エネルギー使用量

延床面積 ＋ 空調設置に係る影響

空調以外のエネルギー 空調面積×
延床面積

＝ 延床面積 ＋ 空調面積 ×

＝ 延床面積 ＋ 空調面積 ×

密接な関係をもつ値 ＝ 延床面積 ＋ 空調設置に係る影響

＝ 延床面積 × １＋
空調以外のエネルギー

空調エネルギー

空調を設置した部屋の空調以外のエネルギー

空調エネルギー

空調エネルギー

エネルギー消費原単位 ＝
地域開放実施後のエネルギー使用量

延床面積 ＋ 地域開放に係る影響

密接な関係をもつ値 ＝ 延床面積 + 地域開放に係る影響

年間地域開放時間
年間授業時間

＝ 延床面積 + 利用面積 ×

延床面積 ＋ 利用面積 × 年間地域開放時間
年間授業時間

エネルギー使用量
=エネルギー消費原単位

：空調エネルギー（概算）

=



教育委員会・学校 首長部局 省エネルギーセンター

診断希望照会 省エネ診断･節電診断の募集

診断先選定･応募 診断先採択

報告書作成

診断結果説明会（教育委員会、校長、教頭、現場担当者等が参加）

報告書受理

現地診断（現地確認、データ取り及び利用者とのヒアリング）

診断希望調整
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の多い学校

・省ｴﾈ対策を考えている学校 等
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第４章 省エネルギーの取組事例
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背景

取組

・東京都文京区
・文京区教育委員会首長部局と連携した省エネの取組

文京区の地球温暖化対策実行計画において削減目標が設定され、教育委員会は区の一員

として、学校を含め地球温暖化対策及び省エネの取組が求められている。

・総合的かつ計画的に温室効果ガスの更な
る削減を目指し、組織的な取組を進める
ための体制の整備

・地球温暖化防止対策の意識の高揚及び実
践の徹底を図るため、教育委員会及び学
校を含め、より一層の省エネに向けた推
進体制を強化

・区が主導し、独自の省エネ取組の方針と
して【文京版省エネ十七条憲法】を策定

・文京版省エネ十七条憲法に基づき、学校
は、省エネに向けた取組を実施
また、区は教育委員会や学校と連携し組
織的な省エネの取組を実施

（具体例）
省エネ診断を活用し、学校の実態にあっ
た省エネ対策、管理標準の見直しを実施
し、他の学校にも展開

文京区の地球温暖化
対策推進体制

文京区役所環境対策推進本部

事務局

環境問題連絡幹事会
（文京区環境基本計画）

地球温暖化対策部会
（実行計画の推進）

（地域推進計画との連携）

推進責任者

推進員 推進員 推進員

（学校）（教育委員会）

区と教育委員会が連携して、効果的な省エネの取組を他の学校にも展開することで、
更なる省エネを推進している。

○組織的な推進体制

○文京版省エネ十七条憲法に基づいた取組

背景

取組

省エネ診断を活用した省エネルギーの推進 群馬県教育委員会
東日本大震災以降、電力需給対策の必要性が高まったことから、夏期の節電を重視した簡易

な改修を幅広く実施することとしてきたが、各施設の省エネルギーの取組が一層進むような改
修を進めるため、新たに省エネ改修の方策の掘り起こしとして、教育委員会も含めた県全体と
して平成26年度から毎年度、(一財)省エネルギーセンターの無料省エネ診断※を活用してい
る。

○省エネ推進の現状：総合所見
✔ エネルギー管理状況
✔ 管理体制、運転管理、計測・記録の状況
✔ エネルギー使用状況と削減ポテンシャル

診断結果（例）

○診断結果の活用状況

・診断結果説明会には、教育委員会、校長、教頭、現場担当者等が参加することで、学校の省エネルギー
の意識が向上している。

・診断結果から計画的に運用改善や省エネ改修を実施している。

○改善提案（例）
✔ 運用改善のもの
✔ 設備投資が必要であるが

回収可能なもの

●●高校診断結果【抜粋】

※無料省エネ診断とは、経済産業省資源エネルギー庁の補助事業である。

貴校の平均点は3.9でBランク（※１）です

※１ H24年度診断実績をベースとする参考値です

Aランク：平均点4.0以上（分布の上位20％圏内）
Bランク：3.5～3.9（分布の上位20～40％圏内）

Cランク：3.4以下（分布の上位40％圏内）

エネルギー管理状況

管理体制

運転管理

計測・記録

保守・管理

エネルギーの
見える化

PDCA管理
サイクル

【省エネ診断の流れ】

年間エネルギー使用状況と削減ポテンシャル

削減量内訳：原油換算量（ｋL)

投資区分・・・ Ⅰ：運用にて実施可能な提案
Ⅱ：投資回収年数が5年以下の提案
Ⅲ：投資回収年数が5年を超える提案

現状 削減量 削減率

原油換算量
[kL]

137 39.8 29.1%

CO２排出量

[t-CO2]
268 78.2 29.2%

費用※2
[千円]

14,077 3,795 27.0%

※2　費用は用水を含みます

投資区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 合計

電気 0 8.2 30.6 38.8

燃料・熱 0 1.0 0 1.0

合計 0 9.2 30.6 39.8

原油換算
削減量
[kL]

1 デマンド監視装置の活用 ー 426 ー ー
2 蛇口への節水コマ取り付け ー 281 ー ー
3 循環ポンプのインバータ化 5.8 447 850 1.9
4 空調設定温度の緩和 1.9 144 156 1.1
5 変圧器の統合 1.5 117 400 3.4
6 照明器具の高効率化 30.6 2,380 37,345 15.7

7
(参考)窓ガラスに
断熱シート貼り付け

ー ー ー ー

39.8 3,795 38,751 ー合 計

削減額
[千円]

投資額
[千円]

回収年
[年]

No 改善提案

エネルギー管理に関して重要な６区分
について、チェックシートに基づいて
各５点満点で評価

削減ポテンシャルは右表の改善提案
を実施した場合の値

回収年は投資額を削減額で除した値
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電気の節約から意識改革へつなげる取組 新潟市根岸小学校

省エネルギー意識を教職員に身に付けてもらうため、３つの取組を考え実践した。

①ポスターを掲示
事務職員が、学校全体の省エネ

ルギーの取り組みのために、児童
生徒が見ても分かりやすいポス
ターを作成し、各教室へ掲示した。

②校内巡回
教頭先生と事務職員が、誰も居ない教

室・トイレの電気を消しながら校内巡回を
して、「主にどこが消し忘れが多いか」等、
状況を確認・把握し、翌日の職員朝会で教
職員へ共有した。

③電気使用料金を掲示
事務職員が、省エネルギーの取

組による結果をグラフ化して、使
用料金を前年度同月比で一目で確
認できるようにした。また、具体
的な数値を表すことで、教職員へ
の意識付けとした。

学校全体の省エネルギーの取組により、毎月の電気使用量は前年度よりも下回り、
１年間で約３０万円の削減ができた。教職員に学校の電気のコスト感覚を身に付けて
もらい、「電気を消す」という単純作業でこれだけの成果を実感できた。その結果、
更なる省エネルギーへの意識が向上した。

背景

取組

成果

学校の光熱水費は、新潟市教育委員会が支払っているため、職員に対してある程度の
節約の呼びかけは行っていたものの、学校では把握していなかった。新潟市教育委員会
から報告される学校の電気使用料金を確認していたところ、予想以上に使用していたた
め、教職員による省エネルギーの取組を行うこととなった。

○光熱費の見える化
生徒会は、今年度の取組

目標として、前年度の光熱
費を下回る事を設定した。
学校事務職員は、過去６

年度分の電気･水道使用料
金の情報を提供し、それを
生徒たちが校内の掲示板と
各教室に掲示した。

○意識調査
生徒会は、学校の光熱費

金額の実態を知り、自分た
ちでできる節約方法を話し
合い、全校生徒に省エネル
ギーの取組に対する意識調
査を実施した。

○省エネルギーの啓発活動
生徒会が主体となり、学

校事務職員と協力して、各
教室へ節電・節水の貼紙掲
示や温湿度計の設置とエア
コン使用のルールを周知･
徹底した。

生徒会と学校事務職員による省エネルギーの取組 佐賀市城東中学校

背景

取組

城東中学校生徒会では従来から環境ＩＳＯを実施しており、今回エアコンが全教室に
設置されたことをきっかけに、全校生徒・教職員が省エネルギー活動に関心を持つよう
になったことから、生徒会と学校事務職員による省エネルギーの取組を行った。

○ 生徒会と学校事務職員が一体で行った、節電・節水の省エネルギーの取組により、
エアコン設置に伴う光熱費の増加を予想より抑えることができた。

○ 今回の取り組みによって、全校生徒の更なる省エネルギー意識の向上につながった。

移動教室の時は、電気を消しているか。
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掃除の時、バケツに水をくんでいるか。

0

50

100

いつもしている 時々している あまりしていない していない

１年 ２年 ３年

水道使用量

0

100

200

300

400

500

600

700

800

3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月 1・2月
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平成２８年度の水道代
1,425,653円

成果
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〇省エネ法
工ネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下、「省エネ法」という。 )は、燃料資源の有効な利用を確保するため「工

ネルギーの使用の合理化(以下、「省工ネルギー」という。 )を総合的に進めることを目的として昭和54年に制定されま

した。平成20年5月の改正により、これまでの事業所単位(学校等単位)でのェネルギ一管理に加え、事業者単位(法
人等単位) でのェネルギ一管理が導入されました(平成 22 年4月施行)。  この改正に伴い、 教育委員会は当該地方公共団
体の首長部局等とは独立した別事業者として、 教育委員会単位でのエネルギ一管理が必要となりました。

〇省工ネ法におけるェネルギー
省エネ法におけるェネルギーは、燃料、熟、 電気を対象としています。ただし、廃素物からの回収エネルギーや風力、
太陽光等の非化石工ネルギーは対象となりません。

燃料
化石燃料 (重油、 ガ ソ リ ン、 灯
油、液化石油ガス、可燃性天然

ガス、石炭、 コークス など)

熱
燃料を熱源とする熱(蒸気、温
水、冷水など)

電気
熟を起源とする電気 (太陽光発
電、風力発電、廃棄物発電など
は対象外)

〇省エネ法の基本方針
『基本方針※』 とは、  エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるため、 エネルギーを使用する者等が努力すべきェネ
ルギーの使用の合理化の基本的な内容が示されています c

※エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(平成30年経済産業illl告示第234号)

〇エネルキーの使用の合理化等に関する基本方針(エ場等に係る部分)【要約】
1 .  工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が購ずぺき事a
工ネルギーの使用実態、省工ネルギーに関する取組等の把握
省エネルギーに関する取組方針及び推進体制の整備
工ネルギ一管理統括者・ 工ネルギ一管理企画推進者を中心と した総合的なェネルギ一管理の実施
工ネルギ一消費効率が優れた設備の導入
設備の運転・保守等に関する管理標準(管理マニュアル)を作成し、これに基づく管理
総合的なェネルギ一管理体制の充実

〇省エネ法の判断基準
『工場等判断基準※』 とは、 エネルギーを使用し事業を行う事業者が、 エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実

施するために必要な判断の基準となるべき事項が示されています。

この『工場等判断基準』に基づき、 エネルギ一消費設備ごとに. 運転管理や計測・記録、保守・点検等について管理標
準を定め、 これに基づきェネルギーの使用の合理化に努めなければなりません。
※工場等におけるェネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準 (平成30年経済産業書告示第59号 1

l エネルキーの使用の合理化の基準 - P .参5 判断基準の解説【別添】
i - 1全ての事業者が取り組むべき事項(教育委員会)
i - 2 エネルギ一消費設備の管理に関して取り組むべき事項(学検等)
llエネルキーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むぺき描置
【努力目標】 工ネルギ一消費原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減(教育委員会)

1 . 工ネルギ一消費設備等に関する事項
主要な設備について、 事業者として検討、実施すべき事項を規定
2 . その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
未利用工ネルギーの活用、ESC〇事業者の活用、情報技術の活用 等

一参1-

〇事業者への義務
省工ネ法では、 工ネルギーを使用して事業を行う者は、 工ネルギーの使用の合理化 (省工ネルギー ) に努めること

とされ、  教育委員会についても省工ネルギーに努める必要があります。

また、 年 間エネルギ一使用量(原油換算値)が「 1 . 500kL 以上」の教育委員会は. 特定事業者として指定され、 様々
な義務が課せられます。

事業者(教育委員会)全体としての義務

年間エネルギ一使用量
(原油換算値)

1 . 500 k L未満 1.500 k L以上

事業者の区分 特定事業者l教青委員会単位)に指定

事業者の目標 中長期的にみて年平均1%以上のェネルギ一消費原単位の低減

事
業
者
の
義
務

連守事項
工場等判断基準の連守

(エネルギ一管理マニユアル(管理標準)の作成、 省工ネルギ一措置の実施等)

責任者等の配置

(選任者)

工ネルギ一管理責任者 . 責任者を補佐

する者. 現場実務を管理する者

エネルギ一管理統括者及びェネルギ一管
理企画推進者

定期報告等 中長期計画書、定期報告書

〇省工ネ法 (特定事業者) に基づく提出書類

特定事業者に指定された事業者は、 以下のとおり届出書、 提出書類を提出期限までに提出する必要があります。

特定事業者による手続き

様式名称 適用 提出期限

エネルギ一使用状況
属出書

事業者の前年度のエネルギ一使用量が原油換算で1. 500 k L以上で

ある場合に提出 (既に指定されている事業者不要)
5月末日

エネルギ一管理統括者
(企画推進者)
選任・解任届出書

工ネルギ一管理統括者 1企画推進者) を選任・解任した場合に提出 随時

工ネルギ一管理員
選任・解任届出書

エネルギ一管理員を選任 ・ 解任した場合

※指定工場に指定された事業者のみ
随時

中長期計画書 事業者全体の計画をとりまとめ、  1 つの計画書として提出
原則毎年度7月

末日

定期報告書
事業者全体及びェネルギ一管理指定工場等のエネルギ一使用量等
の情報を記載し提出

毎年度7月末日

〇省工ネ法の罰則

省工ネ法(工場等に係る措置)は、 以下のとおり罰則が定められています _
省工ネ法(工場等に係る措置) の罰則

様式名称 適用 措量内容

エネルギ一使用状況
届出書

・ 届出をしなかった場合

・虚偽の届出をした場合
50万円以下の罰金

中長期計画書
定期報告書

・提出をしなかった場合

・虚偽の報告をした場合
50万円以下の国金

エネルギ一管理統括者
エネルギ一企画推進者
エネルギ一管理 .'
選任・解任

◎選任・解任の届出

・届出をしなかった場合

・虚偽の届出をした場合

20万円以下の過料

◎選任しなかった場合 100万円以下の罰金
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【 別  添 】

工場等における工ネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準 (抄)

平成2  1年 3月 3  1 日  経済産業省告示第66号

(最終改正 平成30年3月3 0日 )

I エネ j 時一の使用の合理化の基準
i - 1全ての事業者が取り組むぺき事項
工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)において工ネルギーを使用して事業を行う者(以
下 「事業者」 と い う。) は燃料並びに熟及び電気の合計の工ネルギーの使用の合理化を図るため、 燃料並びに熱
及び電気の特性を十分に考l意する と ともに、 その設置している工場等 (連鎖化事業者については、 当該連鎖化
事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等 (以下 「加盟している工場等」
という。)  を含む。) 全体を俯瞰し 、 次の(1 )̃ ( 8 )に定める取組を行うことにより、  適切な工ネルギ一管理を行

う こ と 。

( 1 )  取組方針の策定

事業者は、 その設置している全ての工場等における工ネルギーの使用の合理化に関する取組方針 (特定事業者及び特'li'1種鎖化事業
者にあっては中長期的な計画を含む,以下「取組方針」という, )を定めること,その際、取組方針には、工ネjレギーの使用の合理化
に関する目標、当該目標を達成するための設備の連用、新設及び更新に対する方針を含むこと。

( 2 )  管理体制の整備

事業者は、 その設1口;している全ての工場書について、 全体として効率的かつ効果的な工ネルギーの使用の合理化を図るための管理

体制を整備すること,

( 3 )  買任者等の配置等

事業者は、 (2)で整備された管理体制には1'1任者(特定事業者及び特定連鎖化事業者にあつては「工ネルギ一管理統括者」. 以下同
じ。) 、 ●任者を補佐する者 (特定事業者及び特定連鎖化事業者にあっては 「工ネ)レギ一管理企画推進者」,以下同じ。) 及び現場実務
を管理する者 (第一種工ネルギ一管理指字T場等及び第二種工ネルギ一置理指定工場等にあっては 「工ネルギ一管理者」 及び 「工ネ
)レギ一管理員」。以下同じ。) を配置し、 以下の役割分担に基づいてそれそれの者が工ネルギーの使用の合f里化に関する責務を果たす
こ と 。

Cll1 言任者の1i務
ア. その設置している全ての工場等における工ネルギーの使用の合理化に関する業務 (工ネ1し;:1,-一を消資する設備及び工ネルギーの
使用の合理化に関する設備の維持、 新設、 改造及び撤去並びに工ネルギーの使用の方法の改善及び監視) の実施状況等を把握する

こ と.

イ. 取組方針に従い、 現場実務を管理する者に対し取り組むぺき業務を指示するなど、 当該取組方針に掲げる工ネjレギーの使用の合
理化に関する目標の達成に係る監督を行うこと.
ウ .  取組方針の通守状況や現場実務を管理する者からの報告等を踏まえ、 次期の取組方針の案を取りまとめ、 取綿役会等の業務執行

を決定する機関への報告を行うこと。
工.  工ネjレギーの使用の合1l里化に資する人材 (現場実務を管理する者等) を育成すること。

,a) 責任者を補佐する者の貴務
:a任者と現場実務を管理する者の間の意患疎通の円清化を図ること等により責任者の業務を補佐すること。
(11l1 現場実務を管理する者の南務

ア. その設置している工場等ごとにおける工ネ)しギーの使用の合理化に関する業務 (工ネルギーを消買する設備及び工ネ)レギーの使

用の合理化に関する設備の維持並びに工ネJしギー,の便用の方法の改善及び監視) の実施状況等を把耀すること.
イ .  取組方針や責任者からの指示等を踏まえ、 工ネj Lギーの使用の合理化に関する業務を確実に実施すること。

ウ.  ア. の工ネ'レギ一管理を踏まえた工場等の工ネ'l,ギーの使用の合理化の状況に係る分析結果について責任者に対する報告を行う
こ と.

( 4 )  資金・人材の確保

事業者は、 工ネjレギーの使用の合l里化を図るために必要な資金・人材を確保すること,

( 5 )従業日への周知・教育
事業者は、 その設lIしている全ての工場等における従業日に取組方針の周知を図るととtに、  工場等における工ネjレギーの使用の
合理化に関する教育を行うこと,

( 6 )  取組方針の通守状況の確認等

事業者は、 客観性を高めるため内部監査等の手法を活用することの必要性を検討し、 その設置している工場等における取組方針の

通守状況を確認するとともに、 その評価を行うこと。 なお、 その評価結果が不十分である場合には改善を行うこと,

( 7 )  取組方針の施等

事業者は、 取組方針及び通'i状況の評価方法を定期的に精査し、 必要に応じ変更すること,

( 8 )  文書管理による状況把握

事業者は、 (1)取組方針の策定、(2)管理体制の整備、(3)責住者等の配置等、(6)取組方針の通守状況の確認等及び(7)取組方針

の精置等の結果を記載した書面を作成、 更新及び保管することにより、 状況を把1理すること。
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I - 2 事業者が工場単位、 設備単位で取り組むぺき事項
事業者は技術的かつ経済的に可能な範囲内で次の1の(1)̃ (6 )に定める工場等単位、設備単位(個別設備
ごとに分離することが適当ではない場合にあっては、 設備群単位又は作業工程単位。 以下同じ 。) によるきめ細
かい工ネルギ一管理を徹底するとともに、  工ネルギーの使用にイ系る各過程における主要な設備に関して2 - 1
又は2 - 2に掲げる諸基準を遵守することを通じ、 当該工場等における工ネルギーの使用の合理化の適切かつ
有効な実施を図るものとする。
その際、 連鎖化事業者については、 当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業に係る約款の範囲内において、 加盟し
ている工場等における工ネルギーの使用の合理化を図るものとする。

工場単位、設備単位での基本的実施事項

(1)設備の運転効率化や生産プロtllスの合理化等による生産性の向上を通じ、工ネルギーの使用の合理化を図ること,

( 2 ) 工 ネ)しギ一管理に係る計i器等の整備を行うこと,

( 3 )  ェネ)レギ一消貴量の大きい設備の廃熱等の発生状況を、 優先順位等をつけて把展 ・分析し課題を抽出すること。

( 4 )  既存の設備に関し、 工ネルギ一効率や老:t15化の状況等を把握・分析し、 工ネルギーの使用の合理化の観点から更新、 改造等の優先順
位を整理すること,

( 5 )  ェネ1しギーを消買する設備の選定、 導入においては、 工ネ1レギ一効率の高い機器を優::1i.するとともに、 その能力 ・容量に係る1ll1:tt:l度
の最適化に努めること.
(6)休日や非操業時等においては、操業の開始及び停止に伴う工ネルギ一損失等を考慮した上で工ネルギ一使用の最小化に努めること,

2 工 ネ)しギ一消費設備等に関する事項

2 - 1 専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等における工ネルギーの使用の合1l里化に関する事項

※以下、本文を一覧表にしたtのです。

計測及び記録 保 lヨ'及び点検

( 1 )  空気a和n a、換気llaに関する事項
①中l l●an●、換気H●の
n

@ 空気■和R●、換気nllに
蘭する計l口及びll最

③空気■alE●、換気ll●の
展9及び点換

〇 P気●和ll●.a気n●の
新題!に当たっての精I

ア. 空気調和の管理は、 空気調
和を施す区画を限定し、 ブラ

インドの管理等による負荷

の軽減及び区画の使用状況

等に応じた設備の運転時間、

室内温度、換気回数、 湿度.
外気の有効利用等について

の管理標準を設定して行う

こ と. なお、冷l展房温度につ
いては、 政府の推奨する設定

温度を動案した管理標準と

すること ,

イ .空気調和設備の熱源般備に
おいて燃焼を行う設備(吸収

式冷東機、 冷温水発生器等)

の管理は、 空気tヒについての
管理標準を設定して行うこ

と 。

ウ.空気調和設備を構成する熱
源設備、 熟源設備から冷水等

により空気調和機設備に熱

搬送する設備(以下「熱像送

設備」という , ) .空気調和機

設偏の管理は、外気1条件の事

節変動等に応じ、 冷却水温度

や冷1温水温膚、圧力等の設定

により、空気調和設傭の総合
的な工ネ)し:=l1l一効率を向上
させるように管理標準を設

ア.空気調和を施す区画ごと

に、温度、温度その他の空気

の状態の把握及び空気調和

の効率の改善に必要な事項

の計測及び記録に関する管

理標準を設定し、これに基づ

きこれらの事項を定期的に

計1測し、その結果を記録する

こ と ,

イ.空気調和設備を構成する熱

源股備、熱搬送般備、空気調

:和機酸備は、個別機器の効率

及び空気調和設備全体の総

合的な効率の改善に必要な

事項の計測及び記録に関す

る管理標準を設定し、これに

基づきこれらの事項を定期

的に計測し、その結果を記録

すること ,

ウ. 換気を施す区画ごとに、温
度、 二酸化炭素l属度その他の

空気の状態の把提及び換気

効率の改善に必要な事項の

計1測及び配録に関する管理

標準を設定し 、これに基づき

これらの事項を定期的に計

測し、その結果を記録するこ

と ,

ア.空気調和設備を構成する熱

源設備、熱搬送設備、空気調

和機設備は、保温材や断熱材

の維持、フィ jレターの目づま

り及び凝福器や熟交換器に

付着したスケールの除去等

個別機器の効率及び空気調

和設備全体の総合的な効率

の改書に必要な事項の保守

及び点検に関する管理標準

を設定し、 これに基づき定期

的に保守及び点検を行い、 良

好な状態に維持すること。

イ .空気調和設備、換気設備の

自動制御装置の管理に必腰

な事項の保守及び点検に関

する管理標準を設定し、ごれ

に基づき定期的に保守及び

点検を行い、 良好な状態に維

持すること ,

ウ.  換気設備を構成するファ

ン.ダクト等は、 フィルター

の目づまり除去等個別機器

の効率及び換気設備全体の

総合的な効率の改善に必要

な事項の保守及び点検に関

する電理標準を設定し、これ

に基づき定期的に保li及び
点検を行い、良好な状態に維

ア.空気調和設備、換気設備を

新設する場合には、 必要な負

荷、換気量に応じた設備を選

定すること。

イ.空気調和設備を新股する場

合には、 次に掲げる事項等の

描置を講じることにより、工

ネルギーの効率的利用を実
施すること。

(ア)可能な限り空気調和を

施す区画ごとに個別制御が

できるt1のとすること.
(イ )ヒー トポンプ等を活用

した効率の高い熱源設備採

すること。

( ウ)熱搬送設備の風道・配置
等経路短橋や断に慮した工

ネルギ一損失の少ない設備

とすること ,

(工)負荷の変動が予想され

る空気調和設備の熟源設備、

熱搬送設備は、適切な台数分

割、台数制御及び回転数制

御、部分負荷連転時に効率の

高い機器又は書熟システム

等効率の高い連転が可能と

なるシステムを採用するこ

と,また、熱搬送設備は変場
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定して行うこと ,

工.空気調和設備の熱源設備が

複数の同機種の熱源機で構

成され、 又は使用する工ネル

ギーの種類の異なる複数の

熱源機で構成されている場

合は、外気条件の季節変動や

負荷変動等に応じ、.1毒a台数
の調整又は塚働機器の選択

により熟源設備の総合的な

工ネj時一効率を向上させ

るように管理標準を設定し

て行うこ と 。

オ.熱搬送設備が複数のポンプ

で構成されている場合は、 事

節変動等に応じ. 稼働台数の

調整又は稼働機器の選択に

より熱搬送設備の総合的な

工ネ)レギ一効率を向上させ
るように管理標準を設定し

て行 う こ と 。

力.空気調和機設備が同 区画
において複数の同機種の空

気調和機で構成され、 又は種

類の異なる複数の空気調和

機で構成されている場合は、

混合損失の防止や負荷の状

態に応じ 、 稼動台数の調整又

は稼解器の選択により空

気調和機設備の総合的な工

ネルギ一効率を向上させる

ように管理標準を設定して

行 う こ と ,,

キ.換気設備の管理は、換気を

施す区画を限定し、 換気量、

連転時間、 温度等についての
管理標準を設定して行うこ

と。これらの設定に関しては

換気の目的、場所に合わせた

ものとすること ,

持すること , 程制御の採用を考慮するこ

と 。
(イ)周a.道等の経路の短統や断
熱等に配慮した工ネJしギー

損失の少ない設備とするこ

と.
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(オ)空気翻1lコ機設備を負荷
変動の大きい状態で使用す

るときは、負荷に応じた連転

制御を行うごとができるよ

うにするため、 回転数制御装

置等による変風最システム

及び変流量システムを採用

すること。

(力)夏期や冬期の外気導入

に伴う冷E解負荷を軽減す

るために、全熱交換器の採用

を考慮すること ,また、中間

期や冬期に冷房lが必要な場

合は、 外気冷房制御の採用を

考慮すること. その際、加温
を行う場合には、 冷房負荷を

軽減するため、 水加湿万式の

採用を考慮すること,,

(キ)響1熟システム及び地域

冷e最属 _ンス -l lムより熱を受
ける熟構設備の場前S大

きい場合は、熱交換器を採用

し場程の低減を行うこと,

(ク)工アコンディショナー
の室外機の設 Ll場所や設置
方法は、目射や通a状況、集
積する場合の通風状態等を

考慮し決定すること。

(ケ)空気調和を施す区画ご

との温度、 温度その他の空気

の状態の把握及び空気調和

の効率の改善に必要な事項

の計1則に必要な機器、センサ
一等を設置するとともに、ビ

ル工ネjレギ一管理システム
(以下「B E M S 」 という。 )

等の採用により、適切な空気

調1iロの報御、通転分析ができ
る:t,のとすること.
ウ.工ネjしギーの使用の合理化

等に関する法律第78条第

1項により定められた工ネ

jしギ一消貴機器(以下「特定

工ネルギ一消買機器」とい

う , )に該当する空気調和設

備、 換気設備に係る機器を新

設する場合は、当該機器に関

する性能の向上に関する製

造事業者等の判l1llTの量準に

規定する基準工ネルギ一消

貴効率以上の効率のものの
藤:1aを考慮すること ,,
工.換気設備を新設する場合に
は、 次に掲ける事項等を講じ

るこ とによ り 、  工ネルギーの

効率的利用を実施すること,

(ア)負荷変動に対して適した

制御方式に深用すること。

( 2 )  ボイラーu a 結通uaこ関する事項
(i) ポイラーM 、  it海B●の
n

1i, ポイラーll●、 W llaこ
関する計口及び配最

li ポイラーEl●、l lu前
保守及び点検

:4 ポイラーll・、 Mila●の
新llに当たってのltI

ア. ボイラ一設備は、 ポイラー

の容量及び使用する燃料の

種類に応じて空気比につい

ての管理標準を設定して行

う こ と.
イ.ア.の管理標'準は、別表第

1 ( A )に掲げる空気比の値

を基準として空気比を低下

させるように設定すること ,

ウ, ポイラ一設備は、 蒸気等の

圧力、 温度及び通転時間に関

する管理標準を設定し、適切

に適転し田llな蒸気等の供

給及び燃料の供結をなくす

こ と ,

工.ポイラーへの給水は水質に
関する管理標準を設定し、水

質管理を行うこと。なお、結

水水質の管理は、 日本工業規

格 B 8 2 2 3 ( ボ イ ラーの給

水及びポイラ一水の水質) に

規定するところ (これに準ず

る規格を含む.) によ り行 う
こ と 。

オ.複数のボイラ一設備を使用

する場合は、 総合的な工ネル

ギ一効率を向上させるよう

に管理標準を設定し、適切な

連転台数とすること.
力.給湯設備の管理は、 季師及

び作業の内容に応じf,共総面

所の限定や供給期間、 給'場温
度、給湯圧力その他給湯の効

率の改善に必要な事項につ
いての管理標準を設定して

行 う こ と 。

キ.給i湯設備の熱源股備の管理

は、負荷の変動に応じ、熱源

機とポンプ等の補機を含め

た総合的な工ネルギ一効率

を向上させるよぅに管理標

準を設定して行うこと。

ク.給湯設備の熱源設備が複数
の熟源機で構成されている

場合は、 負荷の状態に応じ、

稼働ロ数の調整により熱源

設偏の総合的な工ネ1レギー
効率を向上させるように管

理標準を設定して行うこと.

ア. ポイラ一設備は、 燃料の供

給量、器l,気の圧力、温水温度、

排ガス中の残存酸素量、廃ガ

スの温度、 ポイラ一結水量そ

の他のポイラーの効率の改

善に必要な事項の言-t-1測及び
記録に関する置理標準を設

定し、これに基づきこれらの

事項を定期的に計測し 、 その

結果を記録すること,

イ.給場設備は、給水量、給湯

温度その他給湯の効率の改

善に必要な事項の計測及び

記録に関する管理標準を設

定し. これに基づきこれらの

事項を定期的に計測し、その

結果を記録すること,

ア.ポイラ一設備の効率の改善

に必要な事項の保守及び点

検に関する管理標準を設定

し、これに基づき定期的に保

守及び点検を行い、良好な状

態に維持すること.
イ .ポイラ一設備の保温及び断
熟の雑持、スチームトラップ
の蒸気の1属えい、請まりを防

止するように保守及び点検

に関する管理標準を設定し、

これに基づき定期的に保守

及び点検を行い、良好な状態

に維持すること,

ウ.給場設備は、熱交換器に付

着したスケー1しの除去等給

湯効率の改善に必要な事項、

自動制御装置の管理に必要

な事項の保守及び点検に関

する管理標準を設定し、これ

に基づき定期的に保守及び

点検を行い、 良好な状態に維

持すること.

ア. ポイラ一設備、給湯,設備を
新設する場合には、 必要な負

荷に応じた設備を選定する

こ と ,

イ.ボィラ一設備からの廃ガス

温fe'が別表第2 ( A )に掲げ
る廃ガス温度を紹預lする場

合は廃熟lll1用の指置を講ず
る こ と , ま た 、 蒸気ドレンの

廃熱が有効利用できる場合

は、回収利用の指量を調lずる

こ と ,

ウ .ポイラ一設備を新設する場

合は、 次に掲げる事項等の指

置を蘭じることにより、工ネ

)レギーの効率的利用のため

e1)i管●を実施すること。

(ア)工コノマイザ一等を搭載
した高効率なボイラ一設備

を採用すること。

(イ)配管経路の短橘、配管の

斷熟等に配慮しfi- T ネルギ
一損失の少ない設備とする

こ と.

工.負荷の変動が予想されるポ
イラ一設備は、適切な台数分

aを行い、台数制御により効
率の高い通転力可能となる

システムを採用すること,

オ. 給場設備を新設する場合に

は、 次に掲げる事項等の指1I

を講じることにより、工ネル
ギーの効率的利用のための

描置を実施すること。

(ア)給湯負荷の変化に応じた

通用が可能なものとするこ

と.
(イ)使用量の少ない給湯固所

は局所式にする等の指置を

講じること.
( ウ ) ヒー トポンプシステム、

酒熱回収方式の熱源設備の

採用を考l意すること。

(工)配管経路の短描、配置の

断熟等に1Eli1liした工ネルギ
一損失の少ない設備とする

こ と ,

力.特定機器に該当するポイラ

一設備、給湯設備に係る機器
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を新設する場合は、 当該機器

に関する性能の向上に関す

る製造事業者等の判断の基

準に規定する基準工ネルギ

一消買効率以上の効率のも

のの採用を考慮すること.

( 3 )  際日設〇、 ●降構、 l0力題l,lI(こ関する事項

;1i) 願 明B●、 .●M構の'言● (2 M明nl lにaするltil及び
Ea

③願明B●、 .●9;a、l0力ll
0a:'程1S'及び点ll (41 M明lla ●口aMに

当たってのi.■
ア. 照明設備は、 日本工業規格

Z 9 1 1 0 ( 照度基準 )又は

Z 9 1 2 5 (屋内作業場の照

明基準) 及びこれらに準ずる

規格に規定するところによ

り管理標準を設定して使用

すること ,また、過割又は不

要な照明をなくすように管

理標準を設定し 、 調光による

減光又は消灯を行うこと.
イ . 昇降機は、時間常や曜日等
により停止階の制限、複数台

ある場合にはm台数の制
限等に関して管理標準を設

定し、効率的な運転を行うこ

と 。

照明設備は、照明を施す作

業場所等のlla度の計測及び
記録に関する管理標準を設

定し、これに基づき定期的に

計測し、 その結果を記録する

こ と ,

ア. 照明設備は、照明器具及び

ランプ等の清掃並びに光源

の交換等保'i及び点検に関
する管理標準を設定し、 これ

に基づき定期的に保守及び

点検を行うこと ,

イ . 開 は. 流 と

なる機器、動力伝達部及M
機の機補異1大を低減するよぅ

保寄及び点検に関する管理l票

準を設定し、こ1「uこ基づさ定期
的に保11i及び点検を行うこと,

ウ. 給排水設備、機構章般備
等の動力設備は、負荷機械

(電動機の負荷となる機械

を い う. 以下同じ。)、動力
伝違部及び電動機における

機械la失を低減するように
保守及び点検に関する管理

標準を設定し、これに基づき

定期的に保:、il及び点検を行
う こ と. また、負荷機械がポ
ンプ、 ファン等の流体機械の

場合は、流体の漏えいを防止

し、流体を軸送する配管、ダ

クトの抵抗を低減するよう

に保守及び点検に関する管

理標準を設定し、 これに基づ

き定期的に保守及び点検を

行うこと。

ア. 照明設備、昇降機を新設す

る場合には、 必要な照度、 輪

送量に応じた設備を選定す

る こ と ,

イ . 照 E 解 対 配 こ
は、次に組げる事l」購a)指置を
講じることにより、:I:ネルギー
の効軸'l別用を実施すること,

(ア)電子回路式安定器(イン

バーター ) を点灯回路に使用
した堂:光ランプ(H f堂光ラ
ンプ) 等省工ネルギ一型設備

の1導入について考慮するこ

と ,

(イ)高輝度放電ランプ(H I

Dランプ)等効率の高いラン

プを便用した照明器員等省

工ネルギ一型静傭の導入に

ついて考慮すること。

(ウ)清帰、光源の交換等の保

守が容易な照明器具を選択

するとと もに、 その細 ''場
所、設ll方法等についても保

守性を考慮すること,

(工)照明器具の選択には、光

源の発光効率だけでなく、点

灯回路や照明器具の効率及

び被照明場所への照射効率
も含めた総合的な照明効率

を考慮すること,

(オ)目::光を使用することがで

きる場所の照明設備の回路

は、他の照明設備と別回路に

することを考慮すること。

(力)不必要な場所及111時間帯
の消灯又は減光のため、人体

感知装1●の設l'、計時装l'( タ
イマー)の利用又は保安設備
との連動等の実施を考慮する

こと。

ウ.特定工ネルギ一消買機器に

該当する照明設備に係る機

器を新設する場合は、当該機

器に関する性能の向上に関

する製造事業者等の判断の

基準に規定する基準工ネル
ギ一消買効率以上の効率の

ものの採用を考慮すること,

一参7-

( 4 )  受変電ll●、 B E M Sに関する●項

〇量要電ltm e1量要電R,■に日する計●及
び 聞

l3 量要mの保9'及び点換 〇●変●H●、 B E M Sの新
llに当たってのl●II

ア. 変圧器及び無停電電源、装置

は、 部分負荷における効率を

考慮して 、変圧器及び無停電

電源装置の全体の効率が高

くなるように管理標準を設

定し、稼働 t=i数の調整及び負

荷の通正配分を行うこと,

イ .受電端における力率につい
ては、95パー セント以上と

することを基準として進相

コンデンサ等を制御するよ
うに管理標準を設定して管

理すること.

事務所その他の事業場に

おける電気の使用量並びに

受変電設備の電圧、電流等電

気の損失を低減するために

必要な事項の計1測及び記録

に関する管理標準を設定し、

これに基づきこれらの事項

を定期的に計測し、その結果

を記録すること.

受変電設備は、 良好な状態

に維持するように保:、1i及び

点検に関する管理標準を設

定し、これに基づき定期的に

保守及び点検を行うこと。

ア.受変電設備を新設する場合

には、 工ネルギ一損失の少な

い機器を採用するとともに、

電力の需要実積と将来の動

向について十分な検討を行

い、受変電設備の配置、配電

圧、 設備容●を決定するこ

と.
イ . 特定工ネルギ一消費機器に
該当する受変電設備に係る

機器を新設する場合は、当該

機器に関する性能の向上に

関する製造事業者等の判断

の基準に規定する基準工ネ

jレギ一消買効率以上の効率

のtのの採用を考慮するこ

と 。

ウ. 電気を使用する設備や空気

調和設備等を総合的に管理

し評価をするためにB E M

Sの採用を考慮すること。
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工. 昇降機を新設する場合に

は、工ネルギーの利用効率の

高い制御方式、 駆動方式の昇

降機を採用する等の指置を

講じることにより、工ネルギ

ーの効率的利用を実施する

こ と ,

オ.特定工ネルギ一消貴機器に

該当する交流電動機又は当

該機器が組み込まれた動力

設備を新設する場合には、 当

該機器に関する性能の向上

に関する製造事業者等の判

断の基準に規定する基準工

ネルギ一消員効率以上の効

率のものの採用を考慮する

こ と. なお、特定工ネjしギー
消買機器に該当しない交流

電動機(龍型三相誘導電動機

に限る)又は当該機器が組み

込まれた動力設備を新設す

る場合には、日本工業規格C

4 2 1 2 (高効率低圧三相か

ご形誘導電動機) に規定する

効率値以上の効率のものの

採用を考慮すること。



器の管理は、 季節や曜日、 時

間常、負荷量、不要時等の必

要な事項について管理標準

を設定して行うこと ,

計1測し、その結果を記録する

こ と ,
( 5 )  発電専用ll●及びコージエネレーションlln=関する事;l真

:i)発●●用l9l■及びコージエ
ネレーションH〇の,E●

e 発'_用ll●. コージエネ
レーションll〇に関する計
演l及びEa

③発●●用ll●、 コージエネ
レーションMの保9及び
点;la

,0 発一用lllI、 コージエネ
レーション題f M llに当
たっての構■

ア. ガスタービン、 蒸気ター ビ
ン、 ガスエンジン等専ら発電
のみに供される設備(以下

1発電専用設備」 と い う.)
にあっては、 高効率の通転を
雑持できるよう管理標準を

設定して連転の管理をする

こと,また、複数の発電専用

設備の並列通転に際しては、

個々の機器の特性を考慮の

上、 負荷の增減に応じて適切

な配分がなされるよぅに管

理標準を設定し、総合的な効

率の向上を図ること。

イ.コージエネレーション設備
に便用されるガスタービン、

ガスエンジン 、ディーゼル工
ンジン等の運転の管理は、管

理標準を設定して、発生する

熟及び電気が十分に利用さ

れるよう負荷の增減に応じ

総合的な効率を高めるt の
とすること。また、複数のコ
ージエネレーション設備の

並列理転に際しては、個々の

機器の特性を考慮の上、負荷

の增減に応じて通切な配分

がなされるように管理標準

を設定し、総合的な効率の向

上を図ること.

発電専用設備及びコージ
エネレーション設備につい
ては、補機等を含めた総合的

な効率の改割一L必要な事項

の計測及び記録に関する管

理標準を設定し、 これに基づ

き定期的に計測を行い、 その

結果を記録すること。

発電専用設備及びコージ
エネレーション設備を利用
する場合には、補機等を含め

た総合的な効率を高い状態

に維持するように保守及び

点検に関する管理標準を設

定し、これに基づき定期的に

保守及び点検を行うこと。

ア.発電専用設備を新設する場

合には、電力の需要実積と将

来の動向について十分検討

を行い、 適正規標の設備容量

のtのとすること.
イ .発電専用設備を新設する場
合には、 国内の火力発電専用

設備の平均的な受電端発電

効率と比較し、年間で著しく

これを下回らないものとす

る こ と ,

ウ .コージエネレーション設備
を新設する場合には、熟及び

電力の需要実積と将来の動

向について十分な検討を行

い、年間を総合して排熟及び

電力の十分な利用が可能で

あることを確認し、1南1F規標

の設備容量のコージエネレ
ーション設備の設置を行う
こ と ,

( 6 )  事購用機解、 民生用機aに関する事環
31 事購用a器 願a ②●購用構9の保守及び点検 ,3M用構器、民生用構の

新llに当たっての推I

事務用機器の管理は、不要

通転等がなされないよう管

理標準を設定して行うこと,

事務用機器については、必
要に応じ定期的に保守及び

点検を行うこと。

特定工ネj レ'キ一消費機器
に該当する事務用機器、民生

用機器を新設する場合は、 当

骸機器に関する性能の向上

に関する表1!1告事業者等の判

断の基準に規定する基準工

ネルギ一消貴効率以上の効

率のものの採用を考慮する

こ と ,

( 7 )  集解用構器に関する事環

:i) 集器用a9 の管a (2 集需用Mに日する計i口及
びlail

③ 集a用構aの保9'及び点検 (41M用M llに当たっ
ての構lI

願房機器、業務用冷蔵庫

業務用冷刺章、 ショーケー
ス、医療機器、放送機器、通
信機器、電子計算機、実験装

置、1l 開t用機器等の業務用機

業務用機器の稼働状態の

把握及び改善に必要な事項

の計測及び記録に関する管

理標準を設定し、これに基づ

きこれらの事項を定期的に

業務用機器は、保守及び点

検に関する管理標準を設定

し、 これに基づき定期的に保

守及び点検を行い、良好な状

態に維持すること。

ア.業務用機器の新設に当たっ
ては、工ネルギ一効率の高い

機器をi常lii ' すること.
イ.熟を発生する業務用機器の
新設に当たっては、空調区画
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( 8 )  そのl0エネルキーの使用の台理化に関する事!l

の限定や外気量の制限等に

より空気調和の負荷を增大

させないよぅに考慮するこ

と. また、ダクトの便用や装
置に開体を連流させるな

どをして空気調和区画外に

直接熱を排出し、空気調和の

負荷を增大させないよぅに

考慮すること。

ウ. 特定工ネルギ一消覧機器に
該当する業務用機器を新設

する場合は、 当該機器に関す

る性能の向上に関する製造

事業者等の判断の基準に規

定する基準工ネ'l'ギ一消:日
効率以上の効率のものの採

用を考l無するこ と。

事業場の居室等を賃貸している事業者 (以下 「資貸事業者」 という。 )  と事業場の居室等を賃借している事業者 (以下 「日信事

業者」 とい う , )  は、 共同して工ネルギーの使用の合理化に関する活動を推進するとともに、 資貸事業者は、 賃信事業者の工ネル
ギーの使用,のr合理化状況力鴨認できるように工ネルギ一使用量の把提を行い、 資信事業者に情報提供すること, その際、 計量設
備がある場合は計量値とし、 計●設備がない場合は合理的な算定方法に基づいた推計値とすること。

※以下、省略。
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〇特定事業者と なる事業者

事業者(教育委員会)全体の年間のェネルギー
使用量(原油換算値)が合計して1 , 500kL以上の

事業者は、 そのエネルギ一使用量を国へ届け出て、
特定事業者の指定を受ける必要があります。

事業音単位 (数貴委a会単位) の法体系
0◎教商表能  0

(事業 (事業 (事業

小学校 中学校 図書館

:1i'li b 電
1年間のエネルギー
使用■(原油換・lli)
1 0 0 k 11l 1 0 0 k 1ll 3 0 0 k li
(複数) (複数) (複数)

l 對'言:t;目会が管1'準する学校 11-1':l ''tt1 lの数商観聞全体の)
合計使用■ 1,a0 0 kli ? 1 5〇0 ka

〇認定管理統括事業者

事業者 (例 :地方公共団体 )は. 自らと密接な関係を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者(例:
教育委員会) と一体的にエネルギーの使用の合理化を行う場合は、 申請により経済産業大臣の認定を受けることができ
ます (認定管理統括事業者制度)。 認定を受けた場合は省エネ法の各種義務の一体的な履行が認められます。

(認定要件)

エネルギーi理統括者
エネルギ一管理企画推適書
定期a告事の最務
定期a告書事の 1t務を
一体的に担う

【認定の流れ】

一定の資本日係等 「子会社」 、 「関違会社」 及び 「これらの会社と同等の関係を有する法人'事」 といった
(富接性) m であること

以下の内容をすぺて含む書面化された 「取決め」 があること
エネルギー'i理の ①エ場考におけるェネルギーの使用の合理化の取組方計
一体性 ②エ場等;におけるェネルギーの使用の合理化を行うための体前

③エ場寄におけるェネルギーの使用の合理化に関するェネルギ一書理の手法

エネルギ一使用量 前年度のエネルギ一使用量の合計が1, 5 0  0 k L以上

一参11-ｫ

参考» 省工ネ法 (特定事業者関係) の手続きスケジュール

※認定i理続括事業者の場合にも上記フローに準ずる。 出典 「iエネ法の概要」 (経演産業i資源エ ネルギ一庁H P )
注3:指定区分・事業者区分の名称
「エネルギーi理指定工場等ごとのi務」 の表のう ち 、  指定区分・事業区分に記●tされている用語は、 特定速a化事業者、 認定書理統括事業者及び
管理

特定事集書 第一構(第二種)エネルギー f 理 li定エ場専 第一種(第二種)特定事集者 第一種特定事集書

特定違H化事集者 第一構(第二aia化エネルギーt理構定エ場・ 算 一 i l (算二i i)特定ia化事集者 算 一構構定通最化事集者

ll定t理統橋事集着 第一構(第二at理ll括エネルギーt理指定エ場 :* 第 一構(第二at理E定能括事集者 第 一構指定t理続橋事集書

'口理口係・集書 第 一a(第二lll)'t理口係エネルギー'i理指定エ l ll電 第一a(算二il)'i理属係事集書 第 一a指定t理展係事集i

お お る

一参12-



●解説nい方 0
エアコン

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

空気調和設備・換気設備 ( 1 ) 〇 ア , 力
,lへ ( 1 ) 2 1 ア , イ ( 1 )  ・ 3J ア, イ

/' _

l ---
L
①空気l l和般例

ア. 空気調和の
状況等に応

定して行う

カ.空気調和ll
!日和種で構

択により空

i:'Slil t気設解に蘭する事a
. 換気設備の管●

i理は、空気四和を施す区画を限定し、 プラインドのli理等によるilL荷の軽演及び区画の使用
;た設備の通転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等についてのt理●事を設
二と。なお、冷a慶房温度については. 政府の推奨する設定温度を動案した管理構事とすること。

量備が同一区画において種数の同構種の空気調和構で構成され、又は種類の異なる構数の空気
tされている場合は、 混合換失の防止や負荷の状態に応じ、 橡a台数の田整又はli・動機器の選
l調和機設備の総合的なェネルギ一効率を向上させるようにf 理構事を設定して行うこと。

、一、一_
< 解  説>

エアコンの管理は、 力一テンやブーフィンドを利用した負荷軽減のためのルールや、  利用時間、 室内温度、 湿
度といった無 .駄を無くすためのルールを決めて . 部屋の用途などに応じた管理を行うことが求められています。
なお、学校環境術生基準では、教室の室温は冷房28℃、暖房17℃が望ましいとされています.
また、同じ書1屋に複数の空調が設置されている場合は、混合損失の防止や、利用人数、時間帯、季師等に合

わせた使い方のルールを決めて、 管理を行うことが求められています。

、l--__
l?

<工ネルギ一管理マニユアルの設定(例 ) >
・利用期間は、原則7̃ 9月、  1 2 ̃ 2 月 とする. (ただし、健康を損なう恐れが、ある場合は、適宜利用する,)
・運転時間は8:0  0̃ 1 5 : 0  0 とする , ( ただし、長時間部屋を空けるときは停止する。)
・室温は、 E季 2 8℃、 冬期1 7℃となるよ うにする , ( ただし、健原を損なう恐れがぁる場合は変更する。)
・ 量季は、力一テンやブラインドで日射を防ぐ,
・中間期は、惠を開けたり 、扇? を利用する。

?? ?一置理一 一 , ? ? 一強確?a翻国 a

工場等判断基準の項目番号記載例

●事ら事務所その他これに最する用途に供するエ場考に係る例

【参考】

設1 l1事 i理・●準 計浦・配最 保守・点検 新設指● 情考

空気ll和被設備 (l )①ア.ウ.カ. l,,-aア.ィ. (1)③ア.イ. (1)④ア.イ.ウ. ・エアハン、ファンコイルなど,

空気ll和構設情1外四構あり) ( l ) (i)ア.ウ.カ.キ.

( l )〇ウオ.

( l 、1(:l)ウ.エ.オ.

(1),(2、、ア.イ.ウ. (1)③ア.イ.ウ. (, l1(a1)ア.ィ .ゥ.ェ. ・同上,

観ll送設値 l1)'②イ. (1)(31ア. (1)④ア.イ.

吸収式*演構(素気・温水第熱源) (1)②イ. (1)③ア.イ. (1 )〇ア.イ.

破収式冷・東構(機料表) (l)(1)イ.ウ .エ.オ. (,)eィ. (, )e、r.ィ. ( lX0ア.イ .

(1 )0)ア.イ .

(1)④ア.イ .ウ.

電動ターポ冷al l、チラー (1 )①ウ .;I:.オ. (1)②イ. (1)③ア.イ.

GHP.EHP(ヒートポンプ) ( 1 )(i)ア.カ. (1)②ア.イ. (1)③ア.イ.

換気設構 ( l )〇キ .

(21〇ア.イ.ウ.エ.オ.

(,)laゥ.
(2)②ア.

(1 )@ウ .

(2)③ア.イ.

(1)〇ア.エ .

(2)〇ア.イ.ウ.オ .カ.

・la●l、ポイラー●◆のa度■M
1tのtい換気般llをtl!i.

ポィラ一設償
・1◆水ポイラー・1'水ヒーターを二む.
・;l;空式1l水ヒーターは(2)〇イは破当
しない,

結 ・場設ll (2 )〇ヵ.キ.ク . (2)eイ. (2)③ウ . (2)④オ.カ.

照明設償 (31〇ア. (3)(21 (3)③ア. (31(a)ア.イ.ウ.

(3心エ.要降機 ( 3 )(i)イ. (3)③イ.

動力設備(結構水lalW、構構●9i.設備a (3)③ウ. (3)④オ.

受変電設備 (4X0ア.イ. (4)② (4)③ (4)④ア.イ.

B EM S (4)〇ウ.

(5)④ア.イ.

(5)④ウ.

(6)③

(6y3»

発◆電:用設情 (5Xi)ア.

(5 )(i)イ.

(6)〇

(5)a

( 5 )e1

(5)③

(5)@コージェネレーション設e

事務用機器

民生用機響

集務用機器 (7)〇 (7)② (7)③ (7)④ア.イ.ウ.

「工場等における工ネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(判断基準)」の「工ネルギ一消賀設備
等に関する事項」 において、 工ネルギーを使用する者が守るぺき省工ネJレギーに関する諸基準が規定されています。
工ネルギーを効率的に使用のためのルールが設定されているか、 そのルールに従つて運用されているか、 状態を
把握するため記録をしているか、 また、 効率を下げないよぅ保守点検をしているかなど工ネルギ一管理マニュアル
を設定し活用することで、 省工ネ)L,ギーになり、  ランニングコストの低減に結びつきます。
ここでは、 学校等の工ネルギ一消費が比較的大きい設備等について、 判断基準の一般的な該当項目を示すととも
に、 その判断基準について解説します。 また、 工ネルギ一管理マニユア jレの設定 (例) を示します。

一参13- 一参14-



工アコン

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

空気調和設備 ・ 換気設備 ( 1 ) i) ア , 力 ( 1 ) ② ア  イl ( 1 ) ③ ア , イ

【 管 理 】

( 1 )空気調和設,l●、換気設●に関する事項

①空気調和設●、換気設備の書理

ア. 空気調和の管理は、 空気調和を施す区画を限定し、 ブラインドの管理等による負荷の軽減及び区画の使用

状況等に応じた設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等についての書理構準を設

定して行うこと。なお、冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案した書理a事とすること。
力 . 空気調和機設備が同一区画において複数の同機種の空気調和機で構成され、 又は種類の異なる複数の空気

調和機で構成されている場合は、 混合損失の防止や負荷の状態に応じ、 稼働台数の調整又は稼働機器の選

択により空気調和機設備の総合的なェネルギ一効率を向上させるように管理構準を設定して行うこと。

< 解  説 >

エアコンの管理は、 力一テンやブラインドを利用した負荷軽減のためのルールや、  利用時間、 室内温度、 温
度といった無駄を無くすためのルールを決めて、 部屋の用途などに応じた管理を行うことが求められています。
なお、 学校環境衛生基準では、 教室の室温は冷房28℃、 暖房 17℃が望ましいとされています。

また、  同じ部屋に複数の空調力l設置されている場合は、 混合損失の防止や、  利用人数、 時間帯、 季節等に合

わせた使い方のルールを決めて、 管理を行うことが求められています。

< 工ネルギ一管理マニュアルの設定 (例) >
利用期間は、 原則7̃9月、 1 2̃2月とする。 (ただし、健康を損なう恐れがある場合は、適宜利用する。)
運転時間は8:00̃15 :00とする。 (ただし、 長時間部屋を空けるときは停止する。)
室温は、夏季28℃、冬期17℃となるよぅにする。(ただし、健康を損なう恐れがある場合は変更する。)

E季は、 力一テンやブラインドで日射を防ぐ。
中間期は、窓を開けたり、扇風機を利用する。

【 計 測 ・ 記 録 】

② 空気ll和設備、 換気設備に関する計測及び配録

ア . 空気調和を施す区画ごとに、 温度、 湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和の効率改善に必要な事項
の計測及び記録に関する書理構準を設定し 、 これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、 その結果を記
録すること。

イ . 空気調和設備を構成する熱源設備、 熱搬送設備、 空気調和機設備は、 個別機器の効率及び空気調和設備全

体の総合的な効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する li理標*を設定し、 これに基づきこれらの
事項を定期的に計測し、 その結果を記録すること。

< 解  説 >

エアコンの管理状況を把握するため、 部屋の温度、 湿度の測定についてルールを決めて、 定期的に計測及び
記録を行うことが求められています。

なお、 学校環境衛生基準に基づく定期的な計測・記録を活用することも有効です。

また、 エアコンが良好な状態で運転しているかを把握するため、 運転時の電流値等の計測についてルールを
決めて、 定期的に計測及び記録することが求められています。

<工ネルギ一管理マニユアルの設定 (例) >
外気と室内の温度を測つて記録する。(エアコン使用時) ( 2 回 /年 )
電流値を測つて記録する。 ( 1 回 / 3年)

※フロン排出抑制法の定期点検と併せて行うことも有効です。

一参15-

【 保 守 ・ 点 検 】

③空気調和設備、換気設備の保守及び点検

ア . 空気調和設備を構成する熱源設備、 熱搬送設備、 空気調和機設備は、 保温材や断熱材の維持、 フィルターの
目づまり及び凝縮器や熱交換器に付着したスケールの除去等個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合
的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する書理操準を設定し、 これに基づき定期的に保守及び点

検を行い、 良好な状態に維持すること。

イ . 空気調和設備、 換気設備の自動制御装置の管理に必要な事項の保守及び点検に関するi理構準を設定し、 こ
れに基づき定期的に保守及び点検を行い、 良好な状態に維持すること。

く 解  説 >

エアコンの機能低下を防止するため、 フィルタ一清掃等のルールを決めて、 定期的に保守及び点検を実施す
ることが求められています。

また、 自動制御装置に機能異常、 機能喪失等がないよぅ、 ルールを決めて定期的に点検を実施することが求
められています。

<工ネルギ一管理マニユアルの設 定 ( 例 ) >
異常な振動や音がないか確認する。 ( 1 回 / 3か月 )

※フロン排出抑制法の簡易点検と併せて行うことt)有効です。
・ フィルターの清掃を行う。 ( 2 回 / 年 )

※夏季 ・ 冬季のエアコン使用開始前の清掃が有効です。
リモコンの機能点検や漏えい検査を行う。 ( 1 回 / 3 年 )
※フロン排出抑制法の定期点検と併せて行うこと:3有効です。
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換気設備

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

空調設備 ・ 換気設備 ( 1 ) (1i)キ ( 1 ) ② ウ ( 1 ) ③ ウ

【 管  理 】

( 1 ) 空 気ill和設備、換気設情に関する事境

①空気調和設備、 換気設l lの f理

キ. 換気設備の管理は、換気を施す区画を限定し、換気量、運転時間、温度等についての管理構準を設定して
行うこと。  これらの設定に関しては換気の目的、 場所に合わせたものとすること。

< 解  説 >

換気設備の管理は、 不要な換気を防止するため、 運転時間等のルールを決めて、 部屋の用途などに応じた管
理を行うことが求められています。

なお、 学校環境衛生基準では、 教室のC02濃度は1,500ppm以下が望ましいとされています。

<工ネルギ一管理マニュアルの設定 (例) >
原則、 部屋に人がいる間は使用する。 (C0 2濃度が1,500 ppmを超えないよぅにする。)
全熱交換器は、 エアコン使用時は「全熱交換」、未使用時は「普通換気」 に切り替えて運転する。

【 計 測 ・ 記 録 】

②空気調和設備、 換気設情に関する計測 - 配最
ウ. 換気を施す区画ごとに、 温度、 二酸化炭素濃度その他の空気の状態の把握及び換気効率の改善に必要な事

項の計測及び記録に関するf理操準を設定し、 これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、 その結果を
記録すること。

< 解  説>

室内衛生環境の把握と無駄な換気を防ぐため、 C02濃度等の測定についてルールを決めて、 定期的に計測及
び記録を行うことが求められています。

なお、 学校環境衛生基準に基づく定期的な計測・記録を活用することも有効です。

<工ネルギ一管理マニュアJlレの設定 (例) >
授業中のC0 2濃度を測つて記録する。 ( 2回/年 )

【 保守 ・ 点検 】

③空気調和設備、換気設情の保守・点検

ウ. 換気設備を構成するファン、 ダクト等は、 フィルターの目づまり除去等個別機器の効率及び換気設備全体
の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する書理構事を設定し、 これに基づき定期的に保

守及び点検を行い、 良好な状態に維持すること。

< 解  説>

換気設備の効率低下を防止するため、 フィルタ一清掃等のルールを決めて、 定期的に保守及び点検を実施す
ることが求められています。

<工ネルギ一管理マニユア.Jレの設定 (例) >

換気扇の清掃を行う。 ( 2回/年 )

全熱交換器のフィルタ一清掃を行う。 ( 1 回 /年 )
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照明設備

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

照明設備・昇降機・動力設備 ( 3 ) ① ア ( 3 ) ② ( 3 ) ③ ア

【 管  理 】

(3 )照明設備、昇降機、動力設備に関する事項

①照明設情、 昇降機の'li理
ア . 照明設備は、日本工業規格Z 9 1 1 0 (照度基準 )又はZ 9 1 2 5 (屋内作業場の照明基準 )及びこれら

に準ずる規格に規定するところによりf 理構準を設定して使用すること。 また、 過剩又は不要な照明をな
くすように書理 ll集準を設定し、 調光による減光又は消灯を行うこと。

< 解  説 >

照明の管理は、 過剰な照明を無くすため、 JIS Z9110等を参考に部屋の目的に応じた照度基準を定め、 晴天

時における昼光利用による窓際の減光、 昼休みや不要時の消灯や廊下等の照明の間引き等のルールを決めて、

管理を行うことが求められています。

なお、 学校環境衛生基準では、 教室及び黒板の照度は500lx 以上が望ましいとされており、 上限を定めた照

度範囲の設定力t有効です。

<工ネルギ一管理マニュアルの設定 (例) >
普通教室の照度は、机上で5001x (士1 0 % ) と す る 。
昼休みなどの照明力、不要な時間や人のいない範囲は消灯する。

【 計11則 ・記録 】

②照明設情に関する計測及び配最

照明設備は、 照明を施す作業場所等の照度の計測及び記録に関する'lt理a準を設定し、 これに基づき定期的
に計測し、 その結果を記録すること。

く 解  説 >

室内衛生環境を把握と無駄な照明を防ぐため、 照度測定についてルールを決めて、 定期的に計測及び記録を
行うことが求められています。

なお、 学校環境衛生基準に基づく定期的な計測 ・ 記録を活用することも有効です。

<工ネルギ一管理マニュアルの設定 (例) >
照度を測つて記録する。 (2回/年)

【 保 守 ・ 点検 】

③照明設備、昇降機、動力設備の保守及び点検

ア. 照明設備は、 照明器具及びランプ等の清編・並びに光源の交換等保守及び点検に関するi'理操準を般定し、
これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。

< 解  説 >

点灯時間の経過等による照度低下を防止し適正な照度を維持するため、 照明器具及びランプの清掃、 ランブ交

換等のルールを決めて、 定期的に実施することが求められています。

< 工ネルギ一管理マニユアルの設定 (例) >
ランプ切れの点検を行う。(構内巡回時) ( 1回 /年 )

照明器具とランブの清掃を行う。(大掃除時)  ( 1 回 /年 )
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工レべータ

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

照明設備・昇降機・動力設備 ( 3 ) (i) イ 該当項目なし ( 3 ) ③ イ

【 管  理 】

( 3 ) 照明設備、開、動力設備に関する事 :環

①照明設備、 Mのf理

イ . 昇降機は、 時間帯や曜日等により停止階の制限、 複数台ある場合には稼働台数の制限等に関してt理構準
を設定し、 効率的な連転を行うこと。

<解 説 >

工レぺータの管理は、 効率的な運転を行うため、 運転時間や利用制限等のルールを決めて、 管理を行うこと
が求められています。

<工ネルギ一管理マニユアルの設 定 ( 例 ) >
長期休暇時は電源スイッチを切る。
複数台ある場合、 1台を停止する。

【 保守 ・ 点検 】

③照明設備、島降a.動力設備の保守及び直検
イ.  昇降機は、 電動機の負荷となる機器、 動力伝達部及び電動機の機械損失を低減するよう保守及び点検に関する書

理標l事を設定し、 これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。

< 解  説>

工レぺータの機械損失を低減するため、 メ一カーによる保守及び点検のルールを決めて、 定期的に実施する
ことが求められています。

工レぺータは、 法定点検に基づき定期的な点検が必要であり、 その点検内容を活用することも有効です。

<工ネルギ一管理マニユア jレの設定 (例) >
メ一カーによる保守点検を実施する。 ( 1 回 /年 )
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給排水ポンプ

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

照明設備・昇降機・動力設備 該当項目なし 該当項目なし ( 3 ) ③ ウ

【 保守 ・点検 】

(3)照明設備、昇降機、動カ般値に関する事環

③照明設備、昇降機、動カ般値・の保守及び点検

ウ. 給排水設備、機械駐車設備等の動力設備は、負荷機械(電動機の負荷となる機械をいう。以下同じ。 ) 、
動力伝達部及び電動機における機械捜失を低減するように保守及び点検に関するf理構*を設定し、 これ
に基づき定期的に保守及び点検を行うこと。また、負荷機械がポンプ、ファン等の流体機械の場合は、流

体の漏えいを防止し、 流体を輸送する配管、 ダク トのt基抗を低減するように保守及び点検に関する'E'理構
事を設定し、 これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。

< 解  説 >

給排水ポンブ等の機械損失を低減するため、 ルールを決めて定期的に点検を実施することが求められていま
す。

< 工ネルギ一管理マニユアルの設定 (例) >
給排水ポンプの外観及び配管の漏えいの目視点、検を行う。(異常時は業者メンテナンスを依頼) (1回/月)
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事務用機器

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

事務用機器・民生機器 ( 6 ) Ci) 該当項目なし 該当項目なし

【 管  理 】

( 6 )  事務用機器、 民生用機器に関する事項

の通配の置理

事務用機器の管理は、不要運転等がなされないよう'E理a準を設定して行うこと。
< 解  説>

パソコン 、 ブリンタ、 コピ一機等の事務用機器の管理は、 不要な工ネルギーの消賀をなくすため、 未使用時
に電源スイッチを切ることや、省電力モー ドの利用等のルールを決めて、 管理を行うことが求められています。

< 工ネルギ一管理マニユアルの設 定 ( 例 ) >
退勤時や長時間離席する場合は、 電i原を切る。
機器を省電力モー ドに設定する。
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厨房機器、 業務用冷蔵庫、 業務用冷凍庫

判断基準項目 管理 計測・記録 保守・点検

業務用機器 ( 7 )  ( i) ( 7 ) (2) ( 7 ) ③

【 管  理 】

( 7 )  集務用構器に関する事項

①業務用機器の書理

厨房機器、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、 ショーケース、医療機器、放送機器、通信機器、重子計算機、実
験装置、 遊戯用機器等の業務用機器の管理は、 季飾や曜日、 時間帯、 負荷量、 不要時等の必要な事項につい
て書理標準を設定して行うこと。

< 解  説 >

厨房機器、 業務用冷蔵庫等の業務用機器の管理は、 不要な工ネルギーの消貴をなくすため、 夏休みなどの長
期休暇で不要な期間は主電源を切る等のルールを決めて、 管理を行うことが求められています。

また、 冷蔵庫等の継続運転するものについては、 最適な温度設定等の効率的な運用ルールを決めて、 管理を
行うことが求められています。

< 工ネルギ一管理マニユアルの設定 (例) >
長期休暇時は、電i原を切る。

冷蔵庫内の設定温度は重季5℃、 冬季10℃とする。

【 計測 ・ 記録 】

②集務用機器の計測及び配線

業務用機器の稼働状態の把握及び改善に必要な事項の計測及び記録に関する't理構準を設定し、 これに基づ
きこれらの事項を定期的に計測し、 その結果を記録すること。

く 解  説 >

事務用機器を効率的に運用するため、管理値(設定温度など)の測定についてルールを決めて、定期的に計
測及び記録を行うことが求められています。

< 工ネルギ一管理マニユアルの設定(例)>

庫内の温度を測つて記録する。 ( 1回/3か月)

【 保守 ・点検 】

③能用解の保守.基び管理

業務用機器は、 保守及び点検に関するf 理操事を設定し、 これに基づき定期的に保守及び点検を行い、 良好
な状態に維持すること。

< 解  説 >

業務用機器の良好な状態を維持するため、 必要な点検項目等のルールを決めて、 定期的に保守及び点検を実
施することが求められています。

< 工ネルギ一管理マニュアルの設定 (例) >
メ一カーによるメンテナンスを実施する。 ( 1 回 /年 )
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工ネルギ一管理マニュアル

目次
改訂履歴表

(〇〇学校)

I .事業所(学校)全体の概要
I - 1 . 建物の概要
I -2. 工ネルギ一供給契約の概要 (例 )
I - 3 . 工ネルギーを消費する設備の概要 (例 )

I -4 . 工ネルギーの使い方
]I. 工ネルギ一管理マニュアルの目的と適用範囲

I[- 1 . 工ネルギ一管理マニュアルの目的
II-2. 工ネルギ一管理マニュアルの適用範囲
I[[. 管理体制
「V. 運用方法
IV- 1 . 工ネルギ一管理マニュアルの作成及び運用
]V-2. 工ネルキ一管理マニュアルの見直し
V. 目標の設定
VI. 教職員の教育、訓練
V1ll. 工ネルギ一使用状況の把握
VII-1 . 工ネルギ一使用量の把握
Ⅶ一2. 工ネルギ一消費原単位の把握

【工ネルギ一管理マニュアル】
教室

教職員室(事務室)

体育館

居室以外

参23-

改訂履歴表

改訂年月日 室名 設備名 区分 改訂理由・内容

〇〇年〇月〇日

教室 エアコン

管理

計測・記録

保守 ・点検

〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇

職員室
事務室

エアコン

管理

計測 ・記録

〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇

保守 ・点検 〇〇〇〇〇

体育館 エアコン

管理 〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇計測・記録

保守 ・点検 〇〇〇〇〇
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I .事業所(学校)全体の概要

学 校 名  〇〇学校

住 所 〇〇県〇〇市〇〇

建物用途 学校

延i;1lミ面積 〇〇㎡

I-1 . 建物の概要
( 1 ) 校 合

規 模 地上3階

建物構造 鉄骨鉄筋コンク リー ト造

延床面積 〇〇0〇ni2

普通教室 〇室

そ の 他
校長室、職員室、 事務室、 会議室、進路指導室、 多目的スペース、理科室、 美術室、
音楽室、被服室、視聴覚室、コンビュータ教室、図書室、保健室、地学室、生物室

竣工年月 昭和〇〇年

改修履歴
昭和〇〇年 〇〇棟増築

平成0〇年 耐震補強工事、 全面改修

( 2 )  体育館

規 模 地上2階

建物構造 鉄骨鉄筋コンクリー ト造

延床面積 〇〇〇〇rri'

域工年月 昭和〇〇年

改修履歴 平成0〇年 耐震補強工事、 全面改修

( 3 ) 給食室

規 模 地上1階

建物構造 鉄骨造

延床面積 〇〇0ni2

竣工年月 昭和0〇年

改修履歴 平成〇〇年 耐震補強工事、 全面改修

I -2. エネルキ一供結契約の概要 (例 )
<電力契約内容>、- 電 気 ガ ス 燃 料

契約先 0〇電力株式会社 〇0ガス株式会社 〇0石汕株式会社

契約概要
契約種別 業務用〇〇〇〇電力 都市ガス ( 1 3 A ) 灯油、 ガ ソ リ ン

契約内容 〇〇〇キロワ ッ ト - -
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I -3. 工ネルギーを消量する設備の紙要 (例)
く施設設備・教青機器等(建物単位)>

番号 様名 室名
'-'':ネルキ一消費設備

台数
設備 種類

( 1 ) 校舍 普通教室 照明 L E D 〇

r ア コ ン G H P 〇

換気設備 全熱交換器 〇

事務用機器
I C T (電子黒板) 〇

I CT ( PC等 ) 〇

特別教室 照明 蛍光灯 〇

エア こ」ン E H P 〇

換気設備 全熱交換器 〇

教職員室 照明 I l・ I) 〇

: r ア コ ン E 日 P 〇

換気設備 壁付 〇

事務用機器

〇 A機器 ( パソ 一,ン) 〇

〇 A機器 (サーバ) 0

〇 A機器 (複合機) 〇

( 2 ) 体育館 ア リーナ
照明

ハロゲン灯 0

水銀灯 〇

エアコン G H P 〇

教員室 照明 L E D 〇

( :i ) 給食室 調理室 エアコン E H P 〇

換気設備 全熱交換器 0

業務用機器

厨房設備 〇

業務用冷蔵庫 〇

業務用冷凍庫 〇

<インフラ設備 (変電設備、 給排水設備、 昇降機 等) >

種類 '

容量等 台数

変電設備 l φ 200 k VA 〇

3 φ l00 k VA 〇

3φ※ 75k VA 〇

給排水設備 給水ポンプ 〇kW 〇

汚水ポンープ OkW 0

雑排水ポンプ 〇kW 〇

昇降機 人用 〇人乗り 〇

小荷物用 給食用 〇
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<保存資料>

配置図

平面図

設備リス ト

設備ごとの保守点検記録



I-4. 工ネルギーの使い方
<エネルギ一使用量の概算とその割合>

【電気】 (〇0年度)

設特 種類

0 @1 '@ l9)
D x @ .x@ l@ 0〇X,@

音数
1台当a の
fH費電カ 'e識1蘭l まm量 電il算係数C M→常動

エ本ルキー
期t
(無l量a動

船W'台 )'

?、) atllh ) (01?'前hjl iG1l11i
'fニアコン EllP ___ 〇〇0l 0.00997 0 0〇〇

照明

LED 〇〇 〇〇 、_・ 〇 〇0 0 0.00997 0〇〇〇

ハロゲン 1l:J 〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇 0.00997 〇〇〇〇

蛍光灯 0 0 0〇0 〇 〇0 0 0. 00997 0 0 0 0

その他 その他__ _一一一一? 〇0〇 0. 00997 〇〇〇

計 _一__--一一一 __--一一一; 〇〇〇〇一__--一一-- C〇〇〇
電気料 ・り 〇〇〇円 (前回〇〇(_)円)

エアコン ( E  H P )  の空調工ネルギー (換気設備の工ネルギーを含む) の概算方法 (例)
空調エネルギーを個別に計測できない場

合は、毎月のェネルギ一使用量から、空調
設備を使つていない5月のェネルギ一使用
量をベースに、 上回つた月の量の和を年間

の空調工ネルギーの概算値と して算出でき

ます,,,

（u
M
-

）
◆-
「r
、解
細
一一一一

l
l

'日 l・,t lll

:
l

l・l !

5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 l 2月 1月  2月 3月 4月

年間消費電力量(イメ ージ)

I[. 工ネルギ一管理マニュアルの目的と適用範囲
II- 1 . 工ネルギ一管理マニュアルの目的
本'ネルギ一管理マ ー ュアルは、 「コー ネルギーの使用,lf )合理化等に関する法律」 (以下、 省 ,: ネ法 とい う )  に
基づき、 適切なェネルギ一管理を行うための基準を定1ll)たものであり、  省工ネルギ一活動を継続していく際の
手引きとなることを目的としている。

II-2. 工ネルギ一管理マニュアルの適用範團
当校にあるすべてのェネルギ一消費設備が対象となり、 教職員金員がこれに基づいた管理連用を徹底する。

用語の定義は'者、エネ法による。

III. 管理体制

( 1 ) 体 制

「取組方針」は、各自治体で定めた地球温H慶化対策実行計画における

省エネルギーに関する取組方針でもかまいません.
づき 当校における省工 ネルギ一推進体制を定める,

注) 教育委員会が特定事業者ではない

場合、以下のように読み替える。

管理統括者  ・、管理責任者
管理企画推進者 ( , 管理企画責任者を

補佐する者

【燃料】 (0〇年度)

設佛 種類:

01

②・

③l=〇X@1

使用量 換算係数
C使用基 ,無i)

a 率 ル を
使用:●
t・無◆M)

tef )l
ガスコンロ 液化石油ガス c t 50.8 GJ/t 〇〇0〇

暖房 灯油 〇

kl.

:1l6 .7 GJ/kL 〇〇0〇

計 __ 0〇0〇
l 燃料費 〇〇〇円 l (前回〇〇〇円)

工ネルギーの使い方

0 %  10%  20% 30%  4 0 %  5 0 %  60% 70%  80%  90%  100%
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工ネルギ一管理体制図

工ネルギ一管理体制における買任者 (例 )
教育委員会と学校で選任

してください。

役職 所属 Z ' , / '  速絡先

エネルギ一管理統括者
教育委員会

教青長

エネルギ一管理企画推進者 0〇課 0 0 C 0 C 0 0 0

現場実務を管理する者
当 校

学校長 〇〇〇〇

実務管理者 〇〇C、1'〇 C〇〇〇

( 2 ) 役 割

「現場実務を管理する者」 は、 学校のェネルギ一管理を続iii' し、 省エネルギ一活動の実施を1l性進する

「現場実務を管理する者1 は教職目に対し 、 エネルギ一管理マ=;,アルにっいて周知 ・ 教育を行う

「現場実務を管理する者」 は、 エネルギ一管理マニュアルに基づく 省エネルキ一対策を推進 し、 エネルギ一使
用の実態の把提に努める。

教職員は、 エネルギ一管理マニュアルに基'_iきェネルギーを消費する設備の管理運用を行うとともに、 省エネ
ルギ一対策等にっいて見直しが必要fi場合は、 「現場実務を管理する者」 に報告する。
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]V. 運用方法
IV-1. エネルギ一管理マニュアルの作成及び運用
教育委員会の「ユーネルギ一管理企画推進者」と当校の「現場実務を管理する者」が連携し .て作成する。

制定及び改訂の内容は教職員に周知する。

実施状況の確認は、 i ,'ネルギ一管理マ ー ュアル実施状況チェックシー ト」 を用いて行うこととする。

IV-2. 工ネルギ一管理マニュアルの見直し
本エネルギ一管理マニ ; 」 、アル (エネルギ一管理マニ;_,,アル)  が、実態に則し.て適切かっ要当であるように、  必
要があれば毎年度末に見直しを行つて、 継続的に維持改善を図る。

作成及び見直しをした場合は、 改訂履歴表に記録し、 ,ネルギ一管理 ◆'ー ュアルの事しとともに、  教育委員会
の「エネルギ一管理企画推進者」に提出する。

V. 目標の設定
( 1 ) 中 期 目標

中期目標は取組方針に定められた目標とする.
( 2 ) 年度目標

年度目標は取組方針に定められた目標とする っ

VI. 教願員の教青、訓練
省エネ法の概要及び教・1l11-表員会全体のェネルギ一管理に関する教育. 訓練は取組方針による。

・ 工ネルギ一管理に関する教育、 訓神lの内容とは、 「エネルギ一管理マニ ー',.アルなどの改善提案」 、 「優れた取
り組みを行つている他4実の実施状況の確認と評価」 等に関する内容とする。

Ⅷ. 工ネルギ一使用状況の把握と共有
VII-1 . 工ネルギ一使用●の把提
教育委員会は、毎月、 「〇〇電力株式会社」、 「〇〇ガス株式会社」及び「〇〇i:,油会社」の検針値によりェ
ネルキ一使用量を把提し、 各学校等に報告する。 学校の現場実務を管理する者は、 利用者にその状況を周知す
る,

Ⅷ一2. 工ネルギ一消 1●原単位の把種
省ユーネルギ一努力の評価は、 省エネ法に基づき、 「エネルギ一使用量」 を延床面積などの 「ユーネルギ一使用量
と密接な関係をもっ値」 で除した 「 :'ネルギ一消費原単位」 の增減にて行う。 エネルキ°一消費原単位は教育委
員会が計算し、結果を共有する 、.

_ _、 _、 .,, 、、出 a e _ ,上 エネルギ一使用量
工ネル
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と な関 もっ

教室 工ネルギ一管理マニュアル 2019年

区分 酸備業1 運用ルール 責任者煤2 備考 判断※3
基1l.

利用期間は、原則7 ̃ 9月、 1 2 ̃ 2月とする。
' (た1tし、健藤を1liなう恐れがある場合は、適宜利用する. )
通転時間は〇;〇̃0:〇とする。
' (ただし、 長時間部展を空けるときや下被時は停止する。)

事温はl・零:〇℃、冬零l〇℃となるようにする。?
' (1i1l-し、使康をlaなう恐れがぁる場合は変更する。)
・連転時は、窓やllを開める。

・ i季は、カーテンやプラインドで日射を防ぐ。

属風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、 エアコン
'荷を緩和する。

・中間期は、窓を開けたり、扇風標を利用する。

f 員 1白治体の取組方計に則リ、教青委員会と学

校で相談の上、設定してください,なお、

学校環境術生基準では、教室等の温度は1

7℃以上、 28℃以下が要ましいとしてい

ー、?ます。
(1)①ア

_
エアコン 教師

1 1
運用ルールを通守するためには,役書l1を明

確にする必要があるため、 1l任者の配置を

例示しました,実施にあたってl;t、教青委・会と学校で相酸の上、設定してくださ
い・

n負

管
理

学校環境衛生i準に iづき、換気般備の採用

着しく l:t白然換気が必要とな‘Jます。
原則、都屋に人がいる間は使用する。

' ( C 02最度が1500ppmを超えないようにする。 )c
・ 空気の取入れ口に物を1'かない。
全熱交換器は、エアコン使用時は「全熱交換」 、それ以外は「i
'換気」に切り書えて速転する。

(1 )①キ換気設魔 数師 1
通 J スイッチの積に前範囲国を購ると、

部分的な消灯に役立ちます。
':一一、. .

目休みや下校時などの照明が不要な時間や人のいない範囲は消灯す '
' る 。

・普通教室の照度は、机上で〇lx ( ± 1 0 %) とする 。一,-==二
・特別教室の照度は、机上で〇lx ( ± 1 0 %) と す る 。

教師

1

r 、_ _ 、、
「子校環境行生:la11ll「」 e l;t、
教室の照度は500lx以上を推

奨しており、 省エネの観点か

ら上限の設定が必要です。 ま
た、 コ ンビュータを使用する

教室等(書通教室合む)につ

いては、 500̃1.000lx程度を
推奨しています. 教言委a会
と学校で相i後の上、 適切な照

L度範囲を設定してください,

照明 l3)①ア
教育委●会

lCT種解
(1'子最板、
プ口ジェク
タ )

構器をC電カモードに設定し、使用しない時はスリ ープ状態になる
ようにする。

下校時は、 a子黒板のコンセントプラグを抜き、 プロジェクタの●
源を切る。

報師 l61①

外気と重内の温度を測つて記環する。 2国/年( 7月 , 1 2月 )
' (エアコン使用時)

・室内の湿度を測つて配銀する。 2回/年( 7月 , 1 2月 )
'_ - _' _ - _ ' _ _ ' '  _ - _ __ _ '_ - _ - _'-
・a流値を測つて記最する。 1国 / 3年

最題教的

1

学校環境常生野※ 5 (1)②ア

計
測

配
最

エアコン
フロン排出抑制法の定期点検

と併せて行うことも有効で l1)②イ委託業者

換気般備 ・授業中のC〇21農度を測つて配銀する。 2国/年 (7月,1 2月) 最種教的 学校1環境l・生基準※ 5 l1)②ウ

照明 ・照度を測つて記銀する。 2回/年(7月, 1 2月) 量購教摘 学校環境1li生 野※ 5一_・' l3)②

・異常な振動や言がないか確觀する。 1回/3か月

・フ ィルターの着得を行う。 2国/年( 8月 , 1 2月 )

・リモコンの機能点検や最えい検査を行う。1国/3年

教師
新
校1
集

:に実施するのではなく、 「学
l境商生基事」 の定期極のi言
・利用することも有効です。 l1)③ア

エアコン l a l l・W マ
フロン排出ll1]制法(口島点検) l l'5

保
守

点
検

委託業者 フロン排出1如制法(定期点検) M
l1)@
ア・ イ

・換気Eの1書得を行う。 2回/年( 8月 , 1 2月 )

・全無交換器のフ ィルタ一1l事eを行う。 1回/年 ( 8月)

事務H●等※ 4

委託業者

換気般購 l1)③ウ

照明

ランプ切れの点検を行う。 1回/月
' (構内巡回時)

照明器員とランプの清得を行う。 1回/年
' (大帰除時)

事務Ha等業 4 (3)@ア

※1 : 投備については、 一般的なものを示した一例です, 各学校の実状に合わせて追加、 削除してください。
※ 2 : 責任者は、小学校の一例として記uしています。各学校の実状に合わせて、教言委員会と学被で相談して決めることが必要です。
※3 : 「判断基準」のnに配●aしているのは、省工ネ法に基づき定められた判斷基準の智号です。
判断基1事とは、 エネルギーの書理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、書理標◆(工ネルギ一置理マニュアル)の設定を
求めています. そのため、 工ネルギ一管理マニュアルを設定または改tJする場合は、 判断基準に基づいたルールとする必要があります。

※4:事務購員等とは、事務田員、学校図書館事務員、 用務員など
※5 : 学校環:目i'生基準などの関係法令等に基づいた定期検iの結果を利用する場合は、 その法'ii等を配llする。
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教購a室
(事務室)

工ネルギ一管理マニュアル 2019年

区分 設備等1 運用ルール 量任者※2 備考 判断;* 3
基準

利用期間は、原則7̃9月、 1 2 ̃ 2月 とする.
' (ただし、健康を損なぅ恐れがある場合は、適宜利用する. )
ii転時間は〇;〇̃〇:〇とする,
' (に1tし、長時間部屋を空けるときや帰宅時は停止する。)

設定温度は、室温が◆:季〇℃、冬季〇℃となるようにする.一':: :二二
' (1 itl-し、便康を演なう恐れがある場合は変更する. )
・理転時は、恋やnを間める。

・ i事は、カーテンやフラインドで日的を防ぐ。

扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、 エアコンの負
'荷を緩和する.
・中間見目は、窓を開けたり、扇風構を利用する,

f 治体の取組方針に則り、 教言要員会と学、
校て相i義の上、設定してください. なお .
取府la、庁合内の温度について、眼房時1
9℃程度、 冷房時28℃程度を推型してい

1ます,
/

l11 111 ;,ア

l1)::l、,カ
エアコン 事務購員等※4

管
理

原則、部屋に人がいる間は使用する。
' ( C 0?演度が1,5 0( ) p pmを超えないようにする, )

・ 空気の取入れ口に物を置かない.
全熱交換器は、 エアコン使用時は「全熱交換」 、それ以外「a 「普通
'換気」に切り書えて連転する。

換気設備 事務田員等※4 l、111i、1キ

= _
教言委員会と学校で概餐 し、

「j ls 291l0」 l.一定・y1られた開
度範國内で、 基準となろ照度

を設定してくださぃ,_
JIS Z 9 1 1 0 ( 教mi 室. 事務
要) 2 0 0 ̃ 5 0 0 1 x

・出動時は、自分の席周辺の照明のみ点11Jする.
目体みや帰宅時などの照明が不要な時間や人のし、ない1ll囲は消灯す
る ,

・ 教国員室 ・事務室の照度は、机上で01x(±10%) と す る 。

事務購口等※4
照明 l3):'・ア

教育委員会

0 A識;識
(校務用
PC、プリン
タ一複合機)

機器を :1ii電カモー ドに設定する, (PCはスリーフ状態になる時間
'を〇分とする。 )

・退動時や最時間離席する場合は、PCの電源を切る。

退動時は、PCのコンセントプラグを抜き、 プリンタ一複合機の電

'源を切る,

事務田員等※4 l 6) ・:1)

外気と室内の温度を測つて配録する。 2回.・'年 ( 7月,1  2月)
' (エアコン使用時)

・室内の湿度を測つて配録する, 2回.・'年 ( 7 月 ,1 2 月 )
量護教論 学校環境衛生基準※ 5 l1)l2,ア

計
測

記
録

エアコン

・ 電流値を測つて記録する, 1 回 / 3年 委託業者 l1 )21イ

換気設備 ・ 業務中のC〇2環度を測つて記録する。 2回 ・年 ( 7月 , 1 2月 ) 量護教論 学校環境衡生基準※ 5 l1 1:;21ウ

照明 ・照度を測つて記録する, 2回 ,年 ( 7 月 , 1 2 月 ) 量種教輸 学校環境衛生基準'''5 l3)・2'

・ 異常な振動や音がないか確認する. 1回./ 3か月

エアコン ・ フィルターの清得を行う, 2回.・'年 ( 8月,1  2月)

・ リモコンの機能点検や'覇えい検査を行う, 1 国 ,'3年

事務職員等※4 フロン排出抑制法(口易点検) '15 l113 ,ア

保
守

点
検

委託業者 フロン第l出抑制法(定期点事実) 事 一 l1、'1l lア・イ
・ 換気扇の清編を行う。 2回 ・'年 ( 8 月. 1 2月 )

・ 全熱交換器のフィルタ一清掃を行う. 1回 /年 ( 8月 )

事務職買等 差'4

委託業者

換気設備 l113 lウ

照明

ランブ切れの点検を行う。 1回.,'月
' (構内巡回時)

照明語具とランプの清帰を行う. 1画 .,'年
(大需除時)

事務職買等※ 4 l 3113'ア

※1 : 設備については、 一般的なものを示. しt i一例です。各学校の実状に合わせて追加、 削除してく1tさい。
※ 2  :'◆任者は、 小学較の一例として記取しています. 各学校の実状に合わせて、 教育委一員会と学校で相談して決めることがJ必要です,,
※ 3 :  「判断基準」の構に記載しているのは、省エネ法に基づき定められ1i判断基準の番号です,,

判断基準とは、 工ネルギーの管理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、 管理標準 (工ネルギ一管理マニュアル) の設定を
求めています. その1 iめ、 エネルギ一管理マニュアルを設定または改iJする場合は、 判断基準に基づい1 iルールとする必要があります,

※4:事務路員等とは、事務購員、学校図書館事務買. 用務員など
※5:学校環境筒生基準などの関係法令等に基づいた定期検iの結果を利用する場合は、 その法令等を記載する.
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体青館 工ネルギ一管理マニュアル 2019年

区分 設備※1 連用ルール 責任者 ・* 2 備書
当_断'※'3
基準

利用期間は、 原則7̃9月、 1 2 ̃ 2月とする ,
' Cliltし、健康をiil113::う恐れがある場合は、適宜利用する.)
違転時間は〇;0 ̃〇:〇の体電館使用時とし、次の授業などの連続
' しf i利用がない場合は停止する。

設定温度は、室温力環季〇℃、冬季〇℃となるようにする,
' (1iltし、使康をiaなう恐れがある場合は変更する。)
・理転時は、窓や那を開める。

・ 真季は、カーテンやフラインドで日射を防ぐ。

大型扇風機やサーキュレータで部屋の温度ムラをなくし、 エアコン
' の負荷を緩和する。

エアコン 教師 (1 ):1'ア

書
理

換気設備

・ エアコンを使わない時は、 窓と扉を開けて自然換気とする。

・ 空気の取入れ口に物を置かない.
教師

E_

教育委員会と学1l1l、で相談し、

「」ls29 l10」 に定 1l l、られた e設

度範国内で、基準となる照度

を設定してください,

JIS Z9110 (体育館)
200̃500 I x

(1) 1 キ

(3)1、11ア照明

・ 照明が不要な時間や人のし、ない範囲は消灯する,
・ 体育館の照度は、〇1x(±10%) と す る ,

教師

教育委員会

外気と室内の温度を測つて記録する, 2 回'年 ( 7 月 ,1 2月 )
(エアコン使用時)

・室内の湿度を測つて記録する, 2回 . '年 ( 7月 ,1 2 月 )

・電流値を測つて記録する, 1回 ,年

最護教摘 学校環境衛生基準案 6 (1)121ア

計
測

配
録

エアコン

萎託業者 (1 )②イ

換気設備 ・ 授業中のC〇2演度を測つて記録する, 2回/年 ( 7月 , 1  2月 ) 買1護教的 学校環境衛生基準※5 (1 )②ウ

照明 ・照度を測つて記録する, 2回./年 ( 7月 , 1 2 月 ) 量護教請i 学被環境衛生基準※ 5 (3)e,

保
守

点
検

エアコン
・ 異常な振動や音がないか確題する。 1回 ,'3か月

・ フィルターの清編を行う. 1回/3年

教師

委託業者

フロンお出和制法(定期点検) '-
フ〇ンおl出組制法 (定期点検) 分'

(1 ):3・ア

l1)③イ

換気設備 ・ 換気扇の1富將を行う, 1回,'年 ( 8 月 ) 委託業者 (1 l 3ウ

照8l9

ランプ切れの点検を行う. 1回,'月
' (構内巡回時)

照明器具とランプの清掃を行う. 1回/年
' (大得除時)

事務田員等演4 l31・.3l:ア

※1 :設備については、 一般的なものを示した一例です, 各学校の実状に合わせて追加、 削除してく1tさい。
※2:責任者は、小学校の一例として配期しています。各学被の実状に合わせて、教育委◆会と学校で相談して決めることが必要で -3:。
※ 3 :  「判断基準」の構lに記載しているのは、省工ネ法に基づき定められt i判断基準の番号です,,
判断基準とは、 工ネル 二i:一の管理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、 管理標準 (工ネルキ一管理マニュアル) の設定を
求めています。 その1 iめ、 工ネルギ一管理マニュアルを設定ま1 iは改訂する :場合は、判 l新基準に基づい「 iルールとする必要があります。

※4:事務購員等とは、事務職異、学校図二館事務員、用務員など
※ 5  : 学校環境衛生基準などの関係法令等に基づい1 i定期1度査の結果を利用する1義合は、 その法令等を記載する,

参32



居室以外 工ネルギ一管理マニュアル 2019年

区分 設備'; 1 運用ルール ●任者*2 備考
判断;'l'3
基準

換気設購

原則、部屋に人がいる間は使用する,
' (〇02 1a度が1 ,5 0 0 p prnを超えないようにする, )
・ 空気の取入れ口に物を置かない.

事務職員等※ 4 l1 )1i,キ

・i庫、 トイレは使用時のみの点1l:]する。- 照度「;i、用途ごとに以下とする。
倉章 :〇1x ( ± 1 0 %)

事務職員等※4
_
教育發S会と学校で相破し、

「Jlsz9110」に定められt照
.富範理内で 、 基準となる照度

を設tし て く た さい.、_ ノ
( 1 5 0 ̃ 3 0 0 l x )

( 1 00̃200 I x)

( 7 5 ̃ 1 5 0 l x )

管
理

照明 l3):11,ア

トイレ : 〇 l x ( ± 1 0 %)

階段 : 〇 l x ( ± 1 0 %)

印下、昇降口:0lx ( ± 1 0 %)

教育委員会

計
測

記
録

照明 ・照度を測つて記録する, 2回 ,年 ( 7月 、  1 2月 ) 量護教論 学校環境衛生基準';要 6 l3)e1

保
9

点
検

ポンプ 給排水ポンフの外観及び配管の演えいの目視点検 1回.'月
' (異常時は業吉メンテナンスを依頼) 事務職貴等*4 l318ウ

換気設l話 ・ 換気最の清編を行う. 1回.・'年 ( 8 月 ) 教青委員会 l1 ):3ウ

照明

ランプ切れの点検を行う. 1回 ・月

(構1'3巡回時)
照明話具とランプの清11li 1回/年
' (大編除時)

事務職員等※4 l31・3ア

※1 設備については、 一般的なものを示した一例です, 各学校の実状に合わせて追加、 削除して<ださい,,

※ 2 書任者は. 小学被の一例として記載しています, 各学校の実状に合わせて、 教青委員会と学校で相識して決めることが必要です,,
※ 3 :  「判断基準」の相に記戴しているのは、省エネ法に基づき定められた判断基準の番号です.
判断基準とは、 エネルギーの書理を行う上で必要な事項を定めた基準であり、 管理標準 (工ネルギ一書理マニュアル) の設定を
求めています, そのため、 工ネルギ一管理マニュアルを設定また「1ま改lJする場合は、 判断基準に基づいたルールとする必要があります。

※4 :事務fa員等とは、事務職員、学被図書館事務員、用務員など
※ 5 学校環境lti生基準などの関係法令等に基づいた定期検査の結果を利用する場合は、 その法令等を記戴する,
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工ネルギ一管理マニュアル
実施状況チェックシート

(例)

・教室
教職員室

体育館

居室以外

(事務室)

参34



教室 工ネルギ一管理マニュアル実施状況チェックシー ト 2019年

(チェック日)

(使い方)
・各◆任tは、 連用ルールに則つ1 i1選用を心がける,たたし. IRi・生旋および教lliの健康と重全をa先する,
・年度の終わりに実施状況をチ:r ックし、教南委員会に報告する,見画すぺきところがあれば併せてo記●lする,
・教i委a会は、学校の実施状況を評前し、学被現場の意目,を踏まえ、 エネルギ一管理のルールを売直していく,

区分 設備 通用ルール

. ., 利用期間は、原則7̃9月、 1 2 ・一2月とする
' ・1 , (ただし、態康を種なう恐れがある場合は、西言利用する. )
,,1選転時間は〇〇̃〇:〇とする,
12 (1iだし、 長時間部1毒を空けるときや下1llll時はl事止する. )一 空温は●季0℃、 冬1i 0℃となるようにする.
''31 (ただし、態康を種なう恐れがある場合は変更する,)

l4) 速転時は、窓や扉を開める,

151◆季は、力一テンやプうインドで日1llllを防ぐ,

.- 扇1il機やサーキュレータで部屋の温度ムフをな<し、 エアコンの負荷を構
、61 和する,

7'中間期は、窓を関け1 iり、 属風様を利用する,

李要等考 見置しにかかる意見 責任者

〇

経
学技・は、見直した方がよぃ11lがあれば記入

し . 教 言ei i会に報告してください ,
教育装,a会l:i、見直すe賣が認められれl:f、
「工ネルキ'一管理マニュアルlを政定Lてく

f・'.i い.
教eif

〇

〇

〇

〇

〇

エアコン

;ご
理

〇

8原則、 部屋に人がいる間は使用する,- (C〇2a時が150()Domを超えないようにする,) 〇
fエック方法につい◆11、  教育要員会と学校

で相談の _L、 改?し.てく t1さい ,換 能 解 :191空気の取入れ口に物をIかない,

,- 1 全無交換器は、 エアコン使用時は「全際交換」.それ以外は「9通換気」
'1-o に切り普えて連転する,

x < 教師

〇

:1l1 1目体みや下校時などの照明が不要な時間や人のいないiii9llは:a文Jする.
11z) 9通数室の照度は、机上で〇、x ( ± 1 0 % ) と す る ,
l131特別教室の照度は、机上で〇lx(±10%)とする,

〇 教師

照明

x

x

'lCT構9
(電子最板、
プ口ジェク
タ )

- 構轉を省電カモー ドに體定し、 使用しない時はスリープ状態になるように
11◆) する,

一下校時は、●子震板のコンセントプラグを抜き. プロジェクタの●源を切
的 る.

〇

教師

Δ

,一 外気と主ll'l lの温度を測つて配録する, 2回 . 年 ( 7月 、  1 2 月 )
'1-0 (エアコン使用時)
11「1 室内の湿度を測つてtiaする, 2 回 ・ 年 ( 7 月、 1 2 月 )

na1電流値を測つて配録する, 1回・年

1 - ・:℃
量通教a

l ・ ・%

、 A 委託業書

計
刺

配
録

エアコン

換気般解 1_9授業中のC()2農度を測つて記aする. 2国/年(7月、  1 2月 ) ・ ppm 量種教輸

- , ) ,,1x 量種教輸照明 llu1照度を測つて配録する. 2回,年 ( 7 月 、  1 2 月)

:a ) 要常な振動や書がないか確認する。 1回・3か月

8 フ ィルターの演押をする, 2回/年( 8月、  1 2月 )

8 リモコンの構能点検やaえい検i をする , 1回・ 3年

〇 教師

エアコン 〇 事務期●等

〇 要能!lll者
保
守

点
検

l基b換気覇の清得する。 2回,・'年(8月、 1 2 月 )

l0全熱交換器のフィルタ一清得をする, 1回,・ '年(8月)

〇 事務購貴等

〇 委託業者

換気設a

l8ランブ切れの点検をする。 (構内巡回時) 1回,・月 〇

照明

111l) 照明器真とランプの清得をする, 1回 , ・ '年 ( 1 2月 ) 〇
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教購員室
(事務整)

工ネルギ一管理マニュアル実施状況チエ ツクシー ト
2019年

( チェ ック日)

(使い方)
・各◆任書は、◆用ルールに則つた理用を心がける,1にだし、 児i・生l定および教al il0 )l31康と安全を優先する.
・年度の終わりに実施状況をチ ェ ックし、 教電要最会に報告する,見直すぺきところがあれば併せて言inする,
・数育委a会は、学被の実範状況を評価し、学校現場の意目を踏まえ. エネルギ一管理のルールを目直していく.

区分 設値 連用ルール
チ養等多 l 見l'しにかかる意見 1 ● 任 者

. .利用期間は、 原則7̃9月、 1 2 ̃ 2月とする,
-1' (たfiし、健康を演なう恐れがぁる場合は、 通宣利用する , )

l .り 通転時間は〇:〇̃〇1〇とする,
'? (たfiし、長B寺間部厚を空けるときu需毛時はl事止する. )
:a 機定温度は、室温通f 2℃、冬季0℃となるようにする,
(たfiし、健康を演なつ恐れがぁる場合は変更する,)

4通転時は、窓や扉を開める,

5●季は、力一テンやプラインドで日射在防・1:1'.
lll 扇風機やサーキュ レータで部屋の温度ムフをなくし、 エアコンの負:lll1'を 1藤-' 和する,

l 1
l ;

l ;

l ・
l '

l :
l ・
1 1

l , 事 解 員 等
l '

l l
l '

l ・

l ,

1 ,

エアコン

管
理

i中間期は、 窓をMけにり、 扇風構を利用する.
. .原則、部屋に人がいる間;i使用する.
e (C〇21'度が1.500ppmを趙えないようにする, )
:e 空気の取入れ口に物をiかない,

.1-o、 全熱交換量iは、 エアコン使用時は「全熱交換」.それ以外は「9通換気J
'一 に切り普えて運転する,

l ,
1 ,

換気設解
l l
l 1 事務職貴等
l l

:1l1;出動時は、日分の席同辺の照明のみ前する,
l l

照明 119 E体みや帰宅時などの照明が:不要な時間や人のいない1E囲は消灯する。
l '

1ia 数日i室・事務要の照度'a、 -:で〇1x (±10 % )  とする.
1一 構轉を省●カモードに i野する,  (PCはスリープ状態になる時間を〇分
4 とする, 、l

11f 退動時や長時間難序する場合は、PCのt源を切る,

llll退動時は、PCのコンセントプフグを抜き、フリンタ一種合機の●源を切
6 る,

l 1 教 願 i会_
l

l . _ _ _. _

l 事務職員等

l '

oA;aa
(被務用PC:'
プリンタ一複
合機)

11t 外気と室内の温度を測つて言a録する. 2回/年( 7月、  1 2月 )
(エアコン使用時) ℃

%

l 一一一
計
H

配
録

エアコン nls;室内の通度a員l1つて配録する, 2回 .'年 ( 7 月 、  1 2 月 )

n-9 電流eを演lつて配 1最する. 1 回 ,'年
l 1

A l l 委託業書

換気般● 11o 授集中のC02演度を測つて記銀する. 2回,'年 ( 7月、  1 2月) l1lpl,n l , 量 種 精

照明 1a 照度を測つて配録する. 2回 ,'年 ( 7 月、 1 2月 )

la 最常な振動や言がないか確認する, 1回'3か月

1 1 _
1xl ・ 1.l護数一ai

l .

l 1
l . o”一a o

エアコン 9 フ ィ ルターの清得をする. 2回'年 ( 8 月. 1 2月 )

11lt リモコンの構能点検や●えい簡をする. 1回'3年保
守

点
検

1 整託業者

6 換気mの1口l電・する, 2回'年 ( 8月 、  1 2月 ) 1 1 事務購貴等
換気設e
6 全熱交換翻のフィルタ一清得をする, 1回'年 ( 8 月 ) 1 委託業者

1tt ランプ切れの点検をする. (構内巡回時) 1回'月
?照明器員とランプの清提をする. 1回 /年 ( 1 2月)

照明
l 1'n-'
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体育館 工ネルギ一管理マニュアル実施状況チェックシー ト 2019年

(チェ ック日)

(使い方)
・各◆任者'は、 :連用ルールに則つた還用を心がける,たたし. 児i - 生 fEおよび数?iの健康と重全をa先する,
,年度の終わりに実施状況をチ:r ックし、 教南委員会に報告する, 見iiすぺきところがあれば併せてo記aする,
・教言委員会は、学校の実施携見を書的iし、学被現場の意目,を踏まえ、 エネルギ一管理のルールを売直していく,

区分 設備 通用ルール

. ., 利用期間は、原則7̃9月、 1 2 ・一2月とする
' ・1 , (ただし、健康を種なう恐れがある場合は、適言利用する. )
., . 速転時間は〇〇̃〇:〇の体ii館使用時とし、 次の援業などの適線した利用
'2) がないn合は厚iする,一 設定温度は、室温が●事〇℃、冬季0℃となるようにする.
''31 (ただし、健康を種なう恐れがぁる場合は審更する, )

l4) 速転時は、窓や扉を開める,

151◆季は、力一テンやプラィンドで81llllを防ぐ,

.一 大型国風機やサーキュ レータで部屋の場度ムフをなくし、 エアコンの負荷
、S1 を緩和する,

季要等考 見i重しにかかる意見 責任者

エアコン 教師

書
理

換気題備

7, エアコンを使わない時は. 恋と配を関けて自然換気とする.

8 空気の取入れ口に物をIかない,

- - - --- 一一 -- 一一 - ----- ---- --- 教師
:191照明が不要な時間や人のいないiil開は消tJする,

l1(o' 体'9mの照度は. 〇1 x (± 1 0 %) と す る ,

教師

照明

教青委口会

. 、  外気と空内の温度を測つて記録する, 2回 ・年 ( 7月、 1 2 月 )
ll i1 (エアコン使用時)

1121室内の;fl度を測つて記最する, 2回,・年 ( 7月、  1 2月 )

1i3 電流値を測つて配録する, 1回,・'年

℃
◆種教'自l

%

A 委託業者

計
刺.-
。a
録

エアコン

換 地 備 1i・‘1優業中の0C) 構度を測つて記l最する. 2 回.'年 ( 7月、  1 2 月 ) opm 量護教前

照明 1i51照度を測つて記録する, 2回,'年 ( 7月、  1 2 月 ) 1x 量護教購

1li11異常な振動や書がなし 、か確認する. 1 回 , 3か月

f) リモコンの構能点検やaえい検言をする、 1回・'3年
n- (フィルタ一清海言む)

数師

保
守

点
検

エアコン
要。託集者

換 地e 0o 換気属の清帰する。 1回・'年 ( 8 月 ) 要。託集者

照明

19リ ランプ切れの点検をする, (構内巡回時) 1回・'月

国1照明器●とランプの清得をする. 1回 ・年 ( 1 2月 )

事務llai等
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居室以外 工ネル:キ一管理マニュアル実施状況チェックシー ト 2019年

( チェ ッ ク 8 )

(使い方)
・各◆任書は、 理用ルールに則つ1 i理用を心がける,1にだし、 児i・生睡および教al il,0 )1健1康と安全を優先する.
・年度の終わりに実施状況をチ ェ ックし、 教電要員会fこ報告する,見直すぺきところがあれば併せて言蘭する,
・数育委a会は、学校の実施状況を評前し、学校現場の意目を踏まえ. エネルギ一管理のルールを目,直していく.

区分 設備 通用ルール 李要f3l 見直しにかかる意見 1 責 任 者

管
理

換気設a
.- 原則、 部原に人がいる間は使用する,
' 1 ・ (C〇2演度が1 ,5 0 0lopmを超えないように 1fる. )

l ,
l :

l l:1ii 空気の取入れロに物をiかない.
:3i口、 トイレは使用時のみの点灯する, l 1事務購a等

照度は、用途ごとに以下とする,
l ・

1 ,

4 富章 〇1x ( 士 1 0 %)

l5 ト ィ レ  : 〇 l x ( i 1 0 % )

16 階段 : 〇 l x ( 土 1 0 % )

l「 席下、算降口:〇1x (±10%)

l l

_ _ _ _ _- l _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
l 教言委員会

照明

1 1

l ,
1 ・

計
H

配
録

照明

l l
1

l '

1x1 . 量a精
1 .
l ・

、9照度を測つて記録する, 2回, ' 年 ( 7 月 、  1 2 月 )

保
守

点
検

ポンプ
?- 結排水ポンプの外観及び配管の最えいの目視点検 1 回/月
'9 (異意時は業書メンテナンスを依頼)

l '' ' 事務1ll員等

=
l . 教書委貴会l : '

l :

- -----r---一一一一 一 一 一一一一一一一一一一一一・ 事務通ii等

l '

換気設解 1 0換気mの演婦をする. 1回./年 ( 8月 )

11ランプ切れの点検をする. (構内巡回時)1回./月
・11照明器真とランフのl痛nをする. 1回./年 ( 1 2 月 )

照明

参38-


